
別記５ スマート農業研修教育環境整備事業（雇用力のある経営体創出支援事業） 

 

第１ 事業の趣旨 

食料・農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議決定）の実効性を確保するには、

農業の構造転換を推進し、農業者の所得向上を図るため、効率的かつ大規模な農業を可

能にするスマート農業技術を学べる環境整備が必要である。また、我が国の農業経営体

は今後大きく減少する見込みである中、少ない経営体で農地を維持するには、経営拡大

を志向する新規就農者を輩出することが必要である。このため、農業大学校や農業高

校、地域の研修教育機関において、就農直後から従業員を雇い入れることで農業経営を

発展させる意欲と能力のある経営体（以下この別記において「雇用型経営体」とい

う。）を育成するとともに、このような雇用型経営体を支える人材（以下この別記にお

いて「右腕人材」という。）を併せて輩出するため、スマート農業の研修教育を通じた

モデル的な取組を支援する。 

 

第２ 事業の種類 

１ 農業大学校等支援事業 

２ 地域の研修教育機関支援事業 

３ 推進事業 

 

第３ 事業の仕組み 

１ 第２の１及び２に掲げる事業については、以下のとおりとする。 

（１）国は、全国農業委員会ネットワーク機構（農業委員会等に関する法律（昭和26年

法律第88号）第42条第１項の規定による農林水産大臣の指定を受けた農業委員会

ネットワーク機構をいう。以下この別記において同じ。）に対し、補助金を交付

するものとする。 

（２）全国農業委員会ネットワーク機構は、第２の１及び２（第５の２の（１）のただ

し書の場合を除く。）に掲げる事業については、都道府県に対し、補助金を交付

するものとする。また、全国農業委員会ネットワーク機構は、第２の２（第５の

２の（１）のただし書の場合に限る。）に掲げる事業については、取組主体に補

助金を交付するものとする。 

２ 第２の３に掲げる事業について、国は、全国農業委員会ネットワーク機構に対して

補助金を交付するものとする。 

 

第４ 取組主体 

１ 第２の１の事業の取組主体は、以下の（１）から（５）までに掲げる団体等とす

る。 

（１）都道府県 

（２）市町村 

（３）都道府県、市町村又は民間団体が運営する農業教育機関 

（４）民間団体（学校法人、地方独立行政法人、農業協同組合、公益社団法人、公益財
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団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、会社法人等） 

（５）協議会等（都道府県、市町村、農業関係団体、農業者、農業教育機関、農業や教

育に関する専門家等により構成され、協議会等の運営及び意思決定の方法、事務

・会計処理の方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確に

した規約が定められているもの。） 

２ 第２の２の取組主体は、以下の（１）から（４）までに掲げる団体等とする。ただ

し、取組主体又は誘致体制（地域農業構造転換支援対策のうちスマート農業研修教育

環境整備事業別記４の第５の１の（１）の誘致体制をいう。以下この別記において同

じ。）に、営農に取り組む団体等（認定農業者（農業経営基盤強化促進法（昭和55年

法律第65号。以下この別記において「基盤強化法」という。）第13条第１項に規定す

る認定農業者をいう。以下この別記において同じ。）や指導農業士等の地域の中核と

なる担い手に限る。）を必ず含むこととする。また、別記４の第５の２の（１）のス

マート農業導入就農型新規就農者参入促進計画（同計画における「第１ 新規就農者

に関する目標及び実績」は記載不要。）を策定すること。 

（１）市町村 

（２）都道府県 

（３）協議会等（都道府県、市町村、農業関係団体、農業者、農業教育機関、農業や教

育に関する専門家等により構成され、協議会等の運営及び意思決定の方法、事務

・会計処理の方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確に

した規約が定められているもの。） 

（４）民間団体（農業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財

団法人、特定非営利活動法人、会社法人等） 

３ 第２の３の事業実施主体は、全国農業委員会ネットワーク機構とする。 

４ 第２の１及び２の取組主体は、農業に関する知識・技術等の習得を目的とした研修

教育を適切に実施するとともに、本事業により導入したスマート農業技術が組み込ま

れた農業用機械、農業用設備等（以下この別記において「スマート農業機械等」とい

う。）について、法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年

大蔵省令第15号）に定める耐用年数をいう。以下この別記において同じ。）が経過す

るまでの間、適切な管理を行うことができる者とする。 

 

第５ 事業内容等 

１ 農業大学校等支援事業 

（１）雇用型経営体育成プランの作成 

都道府県は、本事業の実施に当たって、別紙様式第１号により、雇用型経営

体育成プランを作成するものとする。記載内容は、以下の内容とすること。 

なお、育成する人材の数は、アの雇用型経営体を目指すものを１名以上とす

ること。 

ア 雇用型経営体として、研修修了時からおおむね３年以内に、次に掲げる事項

について確実に目指せるものであること。 

（ア）常用労働者を２名以上雇い入れること。 
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（イ）耕種農業については売上げ3,000万円以上、畜種農業については売上げ

5,000万円以上、稲作等の土地利用型農業については延べ耕作面積30ha以上

とすること。 

イ 新規自営農業就農者又は新規雇用就農者として農業経営体に就農する右腕人

材を育成する場合には、就農する農業経営体において、当該経営体の耕作面積

拡大や新部門の立上げ等に向けて、経営者の経営上の意思決定、渉外業務、雇

用管理等を補佐することを主たる業務とすることを目指させるものであること。 

（２）事業の実施体制 

以下の実施体制の要件を満たすこと。 

ア 本事業により、雇用型経営体又は右腕人材（以下この別記において「雇用型

経営体等」という。）となるために必要な経営管理能力及びリーダーシップ

（組織の目標達成に向けて組織の構成員に影響を与え、その行動を促し、組織

を導いていく能力をいう。以下この別記において同じ。）を習得させるため、

農業高校、短期大学や４年制大学等の他の教育機関、都道府県の農業部局や教

育部局、農業法人の団体や経済団体等の産業界等と連携した研修教育を実施す

ること。 

イ 農業研修教育や就農支援等に関わる外部有識者、先進的な農業経営者、効果

的な教育サービス等を提供する民間事業者等と連携すること。 

ウ 市町村や農地中間管理機構（農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25

年法律第101号）第２条第４項に規定する農地中間管理機構をいう。）等の就農

支援機関と連携し、農地・資金・技術・経営面等の課題についての相談体制を

確保すること。また、新規参入希望者に円滑に農地をあっせんすること。 

エ 成果目標の達成のため、研修修了者の売上げ等の向上や労働環境改善等を支

える体制を確保すること。 

（３）事業の内容 

取組主体は、雇用型経営体育成プランの内容を踏まえ、以下のアからカまでの

中から、事業実施年度において研修教育機関で実施する取組を選択するものとす

る。なお、イ又はオの取組は必ず実施するものとする。 

ア カリキュラムの強化 

スマート農業機械の操作、生産管理及び経営管理ツールの活用等、スマート

農業技術やそれにより得られるデータ等を今後の農業生産や農業経営に生かす

ことを目指す実践的なカリキュラムを新たに検討又は実施するものとする。 

また、経営継承、事業継続計画の策定等のリスク管理、実践的な経営管理手

法、労務管理、労働安全等を内容とするカリキュラムを新たに検討又は実施す

るものとする。 

ただし、当該研修教育機関における既存のカリキュラム実施に要する経費は、

補助対象としない。 

イ 研修用スマート農業機械等の導入 

アの取組を実施するために直接必要となるスマート農業機械等を導入するも

のとする。 
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対象となるスマート農業機械等（アタッチメントを含む。）は、取得価格が

50万円以上であって、原則として新品のものとする。 

なお、研修教育に必要な機械等であっても、農業以外の用途に使用可能な汎

用性の高いもの（運搬用トラック、ショベルローダー、バックホウ、パソコン、

プロジェクタ、冷蔵設備等）や既存の機械等の更新（研修教育機関が所有する

既存の機械等の代替として同種、同規模、同効用のものを再度導入することを

いう。）については、補助対象としない。 

ウ eラーニングの導入 

アの取組を実施するため、対面等で実施するよりも、eラーニングを活用した

方が効果的である場合において、新たにeラーニングを導入した研修教育を実施

するものとする。また、必要な場合は、民間事業者等の第三者が提供するeラー

ニングコンテンツ又はサービスを利用できる。 

eラーニング研修教育コンテンツを自ら作成し、受講者に提供するため、講義

等の録画・編集用のカメラ、ソフトウエア、パソコン等の物品が直接必要な場

合は、原則としてリース及びレンタル（以下この別記において「リース等」と

いう。）を活用することとし、リース等での対応が困難な場合又はリース等を

活用するよりも購入した方が当該年度の事業実施期間における必要経費が安価

な場合に限り、当該物品を購入できることとする。 

エ 就農につながる取組 

研修生等のニーズや地域の農業実態等を踏まえつつ、研修生がスマート農業

を導入して就農する意欲を喚起し、研修修了後の就農につなげるため、以下の

（ア）から（カ）までに掲げる取組を実施するものとする。 

（ア）先進的な農業経営者等による出前授業 

（イ）先進的な農業経営者の農場や農業生産施設等における農業研修 

（ウ）若手農業者等との交流会 

（エ）農業法人等の労働環境や経営状況に鑑みた就農相談や農業法人等とのマッ

チング支援 

（オ）普及指導センター等の関係機関との連携による就農・定着支援 

（カ）他の農業大学校、農業高校（以下この別記において「農業大学校等」とい

う。）や地域の研修教育機関等と連携した実践的な研修 

オ ICT環境の整備のための取組 

スマート農業の研修教育を推進するため、研修教育機関の農場等における無

線LANの導入など、ICT環境を整備するものとする。 

カ その他の取組 

上記アからオまでの取組を円滑に実施するために必要な会議、事業内容の検

討及び事業効果を把握するために必要な調査、研修教育機関の指導者の能力向

上を目的とした研修等（研修受講者個人の資格取得を目的とした研修は除く。）

への教職員等の派遣、研修受講者の就農を支援するための専門員の設置、研修

受講者へのフォローアップ活動等の取組を実施するものとする。 

（４）成果目標 
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ア 目標年度及び成果目標 

目標年度は、研修修了年度の翌年度の３年後とする。 

成果目標は、次の（ア）及び（イ）のとおりとする。なお、育成する人材の

数については、雇用型経営体を目指す49歳以下の者を１名以上とすること。 

（ア）雇用型経営体の場合 

   研修修了年度の翌年度からおおむね３年後までに、以下の①及び②を達成

すること。 

① 売上げ又は経営耕地面積が、耕種農業については売上げ3,000万円以上、

畜種農業については売上げ5,000万円以上、稲作等の土地利用型農業につ

いては延べ耕作面積30ha以上となること。 

② 常用雇用する従業員の数が２名以上となること。 

（イ）右腕人材の場合 

右腕人材となる人数（１名以上） 

イ 達成状況報告 

（ア）取組主体は、別紙様式第２号の第４により、事業実施年度の翌年度から研

修修了年度の翌年度の３年後（目標年度）までの間における成果目標の達成

状況について、各年度の翌年度の４月末日までに、都道府県知事へ提出する

ものとする。 

（イ）都道府県知事は、達成状況の改善・向上に向けて、取組主体に対し、助言 

・指導する。都道府県知事は、別紙様式第５号により都道府県達成状況報告

書を作成し、各翌年度の７月末日までに地方農政局長等（北海道にあっては

農林水産省経営局長（以下この別記において「経営局長」という。）、沖縄

県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。第５の２の（１）のただし書の場合

であって、地方農政局等（北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局を含

む。）の管轄を超えて就農する予定の場合には経営局長。以下この別記にお

いて同じ。）に提出するものとする。 

目標年度の翌年度については、成果目標が達成されていない場合、都道府

県知事は取組主体に対して指導を行い、別紙様式第６号により改善計画書を

提出させるものとする。都道府県知事は、都道府県達成状況報告書と併せて、

これを地方農政局長等に提出するものとする。 

（ウ）地方農政局長等は、必要に応じて、都道府県に助言・指導するものとする。

また、地方農政局長及び内閣府沖縄総合事務局長は（イ）により提出された

書類を速やかに経営局長に提出するものとする。 

（エ）国は、都道府県知事に対し、必要に応じ、取組主体の事業実施状況につい

て、報告を求めることができる。 

（５）補助対象経費、補助上限額、補助率 

補助対象経費は、別表１に掲げる経費であって、本事業の対象として明確に区

分でき、かつ証拠書類等から金額が確認できる経費とする。なお、別記３及び４

の事業並びに新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱（令和５年12月１日付け５

経営第2016号農林水産事務次官依命通知）別記３の事業により現に補助を受け、
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又は受ける予定の地域における取組は、本事業の補助対象としない。また、取組

主体が、自己資金若しくは他の助成によりスマート農業機械等の導入等を実施中

又は既に終了しているものについては、本事業の補助対象としない。 

国費要望額の上限は、１都道府県当たり7,000万円とする。 

補助率は、定額とする。 

（６）事業実施計画の作成等 

ア 事業実施計画 

（ア）取組主体は、都道府県の雇用型経営体育成プランの内容を踏まえ、別紙様

式第２号により事業実施計画書を作成し、都道府県知事に提出し、その承認

を得るものとする。取組主体が農業大学校等の道府県立の研修教育機関の場

合も、本様式により事業実施計画書を作成するものとする。 

（イ）事業実施計画書について、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要

綱（平成12年４月１日付け12構改Ｂ第350号農林水産事務次官依命通知。以下

この別記において「補助金等交付要綱」という。）の別表に定める重要な変

更を行う場合は、（ア）の手続に準じて行うものとする。 

イ 都道府県事業実施計画書 

（ア）都道府県知事は、事業実施計画について、別表４によりポイント付けの上、

別紙様式第３号により都道府県事業実施計画を作成し、地方農政局長等に提

出するものとする。 

（イ）国は、都道府県及び取組主体に対し、雇用型経営体育成プラン及び事業実

施計画書等の内容及びその実現可能性を必要に応じてヒアリングした上で、

当該ヒアリングの内容及びポイントを審査・精査し、取組主体についてポイ

ントの高い順に予算の範囲内で採択するものとする。同ポイントの場合は、

国費が少ない事業を優先的に採択するものとする。なお、ポイントは、採択

後に変更することができない。また、審査の基礎となった事実に虚偽の記載

があった又はポイントを取得するために実施能力を超える選択肢を選んだと

認められる場合は、国は補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。 

（ウ）地方農政局長等は、採択された取組主体に係る都道府県事業実施計画書を

承認するものとする。 

（エ）都道府県事業実施計画書について、補助金等交付要綱の別表に定める重要

な変更を行う場合は、（ア）から（ウ）までの手続に準じて行うものとする。

ただし、新たな取組主体が無い場合は、ポイント付けは不要とする。 

（オ）国は、事業実施計画書が提出される前に、ア並びにイの（ア）及び（イ）

に準じて、本事業の要望を把握するものとする。 

ウ 全国事業実施計画 

（ア）全国農業委員会ネットワーク機構は、別紙様式第４号により全国事業実施

計画書を作成し、経営局長に提出するものとする。 

（イ）全国事業実施計画書について、補助金等交付要綱の別表に定める重要な変

更を行う場合は、補助金等交付要綱第10の規定に基づく変更等承認申請書に

これを添付するものとする。 
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（ウ）全国農業委員会ネットワーク機構は、事業実施に関する内規を作成し、経

営局長の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。 

（７）事業実績の報告 

ア 事業実績報告書 

取組主体は、別紙様式第２号により事業実績報告書を作成し、事業完了の日

から１箇月以内に、都道府県知事に提出するものとする。 

イ 都道府県事業実績報告書 

都道府県知事は、別紙様式第３号により都道府県事業実績報告書を作成し、

補助事業の完了の日から３箇月以内に、地方農政局長等及び全国農業委員会ネ

ットワーク機構に提出するものとする。地方農政局長及び内閣府沖縄総合事務

局長は、これを速やかに経営局長に提出するものとする。 

ウ 全国事業実績報告書 

全国農業委員会ネットワーク機構は、別紙様式第４号により全国事業実績報

告書を作成し、補助事業の完了年度の翌年度の７月末日までに、経営局長に提

出するものとする。 

（８）事業効果の検証等 

取組主体は、事業実施期間及び事業終了後において、研修受講者へのアンケー

ト調査や就農状況調査等を行うことで、効果を検証するものとする。また、事業

終了後も、研修修了者に対する継続的なフォローアップに努めるものとする。 

（９）その他事業に関する留意事項 

ア 本事業により実施する研修教育の受講者は、次の（ア）から（エ）までを満

たすように努めること。また、取組主体は、これらの要件について、証拠資料

の取得や面接等により、十分に確認すること。 

（ア）農業大学校等の学生等であって、人格に優れ、雇用型経営体等になる強い

意欲とビジョンを有していること。 

（イ）当該学生が所属する学年又は専攻コースにおいて、最上位、それに準ずる

優秀な成績を収めるなど日頃の学業に真摯に取り組んでいること。 

（ウ）プロジェクト発表会等で受賞歴がある等日頃の授業以外の場面において際

立った活動を行っていること。 

（エ）就農に向けた十分な資力があること。 

イ 取組主体が自ら実施するよりも、第三者が実施した方が高い研修教育効果や

効率が見込まれるなど合理的な理由がある場合は、取組主体以外の第三者に事

業の一部を委託できるものとする。 

ウ 事業の実施に当たっては、農業研修教育、職業訓練に知見を有する専門家等

のほか、新規就農者を雇用している農業経営体、学生、就農希望者、新規就農

者等から、研修のニーズ等について、意見を聞くよう努めること。 

エ 取組主体は、第２の３の推進事業の実施に当たって、事業実施主体が行うマ

ッチングや調査等に協力すること。また、本事業で構築した教育カリキュラム

が他地域でも活用できるよう、国、事業実施主体等が実施する会議等に資料の

提供や出席を行う等、必要な協力をすること。 
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オ 取組主体は、研修受講者が新規就農後の経営安定を図るため、農業保険法

（昭和22年法律第185号）に基づく農業共済その他の農業関係の保険加入に資す

る内容を研修に含めるよう努めること。 

カ 農業実習、スマート農業機械等の操作研修等を実施する場合においては、ス

マート農業機械等による事故を防止する観点から、事前に農作業安全に関する

講習を実施するなど研修受講者等の安全確保に配慮するものとする。 

キ スマート農業機械等の購入に当たっては、複数の業者に見積を提出させるこ

と等により、事業費の低減に努めること。 

ク 本事業により取得したスマート農業機械等の財産（以下この別記において

「取得財産等」という。）は、動産総合保険に加入すること。また、施錠可能

な場所での保管等により、適切に管理すること。 

ケ 導入したスマート農業機械等については、効率的な利用を図る観点から、本

事業の取組を実施しない時間帯や期間がある場合には、当該研修教育機関で実

施している通常の農業研修教育に使用できるものとする。 

コ 取得財産等については、補助金等交付要綱別記様式第10号の財産管理台帳を

作成し、法定耐用年数が経過するまでの間、保管するものとする。 

サ スマート農業機械等をリース導入する場合の留意点等は、以下のとおりとす

る。 

（ア）リース期間は、法定耐用年数以内とする。 

（イ）リースによる導入に対する助成額（以下この別記において「リース料助成

額」という。）については、次の算式によるものとする。 

「リース料助成額」＝「リース物件購入価格（税抜き）」 

ただし、当該リース物件のリース期間を当該リース物件の耐用年数未満と

する場合又はリース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、その

リース料助成額については、それぞれ次の算式によるものとする。 

さらに、当該リース物件に係るリース期間を当該リース物件の耐用年数未

満とし、かつ、リース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そ

のリース料助成額については、それぞれ次の算式により算出した値のいずれ

か小さい方とする。 

 

「リース料助成額」＝「リース物件購入価格（税抜き）」×（「リース期間」 

÷「耐用年数」） 

「リース料助成額」＝（「リース物件購入価格（税抜き）」－「残存価格」） 

 

 

２ 地域の研修教育機関支援事業 

（１）雇用型経営体育成プランの作成 

１の（１）を準用する。ただし、研修受講者が取組主体の所在する都道府県以

外で就農することが見込まれる場合には、当該取組主体（過去に輩出した研修修

了生が認定新規就農者若しくは認定農業者となったことがある場合、又はこれと
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と同等の能力があると国が特に認めた場合に限る。）が単独で事業を実施するこ

とができることとし、この場合、取組主体が雇用型経営体育成プランを作成する

こととする。 

（２）事業の実施体制 

以下のような事業の実施体制の構築に努めること。 

ア 本事業により、雇用型経営体等となるために必要な経営管理能力及びリーダ

ーシップを習得させるため、短期大学や４年制大学等の教育機関、都道府県の

農業部局や教育部局、農業法人の団体や経済団体等の産業界等と連携した研修

教育を実施すること。 

イ 農業研修教育や就農支援等に関わる外部有識者、先進的な農業経営者、効果

的な教育サービス等を提供する民間事業者等と連携すること。 

ウ 新規参入希望者に円滑に農地をあっせんできる体制とすること。 

エ 成果目標の達成のため、研修修了者の売上げ等の向上や労働環境改善等を支

える体制が確保されていること。 

オ その他、別記４の第５に掲げる要件を満たすこと。 

（３）事業の内容 

別記４の第７の１又は２の取組を行うものとする。ただし、２の取組は必ず行

うこととする。また、本事業においては、別記４の第７の２の（２）のイによる

貸付けは行うことができない。 

（４）成果目標 

ア 目標年度及び成果目標 

目標年度は、研修修了年度の翌年度の３年後とする。 

成果目標は、次の（ア）及び（イ）のとおりとする。なお、育成する人材の

数については、雇用型経営体を目指す49歳以下の者を１名以上とすること。 

（ア）雇用型経営体の場合 

   以下の①から③までを達成すること。 

① 研修修了年度の翌年度からおおむね３年後までに、売上げ又は経営耕

地面積が、耕種農業については売上げ3,000万円以上、畜種農業について

は売上げ5,000万円以上、稲作等の土地利用型農業については延べ耕作面

積30ha以上となること。 

      ② 研修修了年度の翌年度からおおむね３年後までに、常用雇用する従業員 

の数が２名以上となること。 

③ 就農１年後に、認定農業者となるために必要となる市町村の農業基本

構想（基盤強化法第６条第１項に規定する基本構想をいう。以下この別

記において同じ。）における所得水準を達成すること。 

（イ）右腕人材の場合 

右腕人材となる人数（１名以上） 

イ 達成状況報告 

１の（４）のイを準用する。ただし、取組主体が単独で事業を実施する場合

は、以下のとおりとする。 
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（ア）取組主体は、別紙様式第２号の第４により、事業実施年度の翌年度から研

修修了年度の翌年度の３年後（目標年度）までの間における成果目標の達成

状況について、各年度の翌年度の４月末日までに、地方農政局長等へ提出す

るものとする。 

（イ）地方農政局長等は、達成状況の改善・向上に向けて、取組主体に対し、助

言・指導する。 

目標年度の翌年度については、成果目標が達成されていない場合、地方農

政局長等は取組主体に対して指導を行い、別紙様式第６号により改善計画書

を提出させるものとする。 

（５）補助 

補助対象経費は、別表２－１及び２－２に掲げる経費であって、本事業の対象

として明確に区分でき、かつ証拠書類等から金額が確認できる経費とする。なお、

別記３及び４の事業並びに新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記３の事業

により現に補助を受け、又は受ける予定の地域における取組は、本事業の補助対

象としない。また、取組主体が、自己資金若しくは他の助成によりスマート農業

機械等の導入等を実施中又は既に終了しているものについては、本事業の補助対

象としない。 

国費要望額の上限は、１地区当たり7,000万円とする。 

補助率は、定額とする。 

（６）事業実施計画の作成等 

１の（６）を準用する。ただし、取組主体が単独で事業を実施する場合は、同

ア及びイについては、以下のとおり読み替えるものとする。 

（ア）取組主体は、雇用型経営体育成プランの内容を踏まえ、別紙様式第２号に

より事業実施計画書を作成し、地方農政局長等に提出するものとする。 

（イ）事業実施計画書について、補助金等交付要綱の別表に定める重要な変更を

行う場合は、（ア）の手続に準じて行うものとする。 

（ウ）地方農政局長等は、事業実施計画について、別表４によりポイント付けす

るものとする。その際、取組主体に対し、雇用型経営体育成プラン及び事業

実施計画書等の内容及びその実現可能性を必要に応じてヒアリングした上で、

当該ヒアリングの内容及びポイントを審査・精査し、取組主体についてポイ

ントの高い順に予算の範囲内で採択するものとする。同ポイントの場合は、

国費が少ない事業を優先的に採択するものとする。なお、ポイントは、採択

後に変更することができない。また、審査の基礎となった事実に虚偽の記載

があった又はポイントを取得するために実施能力を超える選択肢を選んだと

認められる場合は、国は補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。 

（エ）地方農政局長等は、採択された取組主体に係る事業実施計画書を承認する

ものとする。 

（オ）国は、事業実施計画書が提出される前に、本事業の要望を把握するものと

する。 

（７）事業実績の報告 
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１の（７）を準用する。ただし、取組主体が単独で事業を実施する場合におい

ては、同ア及びイについては、以下のとおり読み替えるものとする。 

取組主体は、別紙様式第２号により事業実績報告書を作成し、事業完了の日か

ら１箇月以内に、地方農政局長等及び全国農業委員会ネットワーク機構に提出す

るものとする。 

（８）事業効果の検証等 

１の（８）を準用する。 

（９）その他事業に関する留意事項 

ア 本事業により実施する研修教育の受講者は、人格に優れ、雇用型経営体等に

なる強い意欲とビジョンを有していること。また、雇用型経営体等となるため

に役立つ社会人経験等を有しており、就農に向けた十分な資力がある者とする

ように努めること。取組主体は、これらのことについて、証拠資料の取得や面

接等により、十分に確認すること。 

イ １の（９）のイからコまでを準用する。 

ウ 上記に掲げる以外の事項は、別記４によるものとする。ただし、都道府県が

取組主体となる場合及び第５の２の（１）のただし書の場合には、別記４の第

５の１の誘致体制の構築、同２のスマート農業導入就農型新規就農者参入促進

計画の策定を不要とする。なお、スマート農業就農希望者が新たに就農するた

めの農地が目標地図（基盤強化法第19条第３項の地図をいう。以下この別記に

おいて同じ。）に目標年度までに位置付けられることが確実であることとす

る。 

 

３ 推進事業 

（１）事業実施主体は、取組主体に対する補助金の交付業務のほか、第２の１及び２の

事業に関連する以下の事業を行うこととする。 

ア マッチング事業 

関係機関等と連携した協議体等を介するなどして、研修受講希望者や研修教

育機関等からの相談を受け、研修受講候補者を研修教育機関等に対してあっせ

んすることにより、研修受講予定者と研修実施機関とのマッチングを行うもの

とする。あわせて、研修教育機関の情報をポータルサイト（新規就農者育成総

合対策実施要綱（令和４年３月29日付け３経営第3142号農林水産事務次官依命

通知）別記５の第３の２の（１）のオの「新規就農支援ポータルサイト」をい

う。以下この別記において同じ。）及び就農相談等全国データベース（新規就

農者確保緊急対策実施要綱（令和３年12月20日付け３経営第1996号農林水産事

務次官依命通知）別記４の第４の２の（１）のデータベースをいう。以下この

別記において同じ。）に登録するものとする。ただし、取組主体が自ら受講候

補者を募集・選定する場合は、そちらを優先することとする。 

イ 調査事業 

研修教育機関による雇用型経営体等を輩出する取組をおおむね各地方農政局

等ブロックにつき１件以上調査し、成功要因を分析した上で、報告書として取
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りまとめ、経営局長に報告するものとする。調査対象とする取組は、地域や品

目に偏りがないよう選定するものとする。 

ウ 発信事業 

第２の１又は２の事業により実施した取組並びにイにより収集した取組の内

容及び成果について、ポータルサイトに順次掲載するとともに、冊子等にして

関係機関や農業法人等に広く配布することにより、全国へモデルの横展開を図

るものとする。 

   エ 指導力強化等事業 

     研修教育機関の指導者である教員や農業経営者等の指導力強化等のため、スマ

ート農業技術の基礎知識や経営効果、データの取得・分析・活用に加え、スマ

ート農業技術の効果を最大限に発揮する生産方式の導入など、スマート農業を

体系的に学習できるオンライン教材を作成するものとする。また、スマート農

業を直接体験できる研修を全国各地で実施するものとする。 

（２）補助対象経費 

本事業の補助対象経費は、別表３に掲げる経費であって、本事業の対象として

明確に区分でき、かつ証拠書類等から金額が確認できる経費とする。 

なお、国又は地方公共団体から現に補助を受け、又は受ける予定がある取組に

ついては、本事業の補助対象としない。 

（３）補助率 

定額とする。 

（４）事業実施計画の作成等 

ア 事業実施主体は、別紙様式第７号により事業実施計画書を作成し、補助金等交

付要綱第４の１の規定による交付申請時に添付するものとする。 

イ また、事業実施計画書について、補助金等交付要綱の別表に定める重要な変更

を行う場合は、事業実施計画の承認の手続に準じて行うものとする。 

（５）事業実績の報告等 

ア 事業実施主体は、別紙様式第７号により事業実績報告書を作成し、事業完了

の日から１箇月が経過した日又は該当事業年度の翌年度の４月末日までのいず

れか早い日までに、経営局長に報告するものとする。 

イ また、事業実績報告書の提出後も経営局長が必要と認める場合には、事業実

施主体に対し、随時報告を求めることができるものとする。 

（６）留意事項 

（１）のアの事業を行うに当たっては、以下のとおり、支援情報の共有を図る

こととする。 

ア 事業実施主体は、研修受講希望者、研修受講候補者及び研修教育機関の情報

を集約し、必要に応じて本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するも

のとする。 

イ 当該情報の取扱いについては、別紙様式第８号のとおりとする。 

（７）成果物等の帰属 

（１）のエの事業により作成した成果物（動画等）やデータ等の知的財産権
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は、事業実施主体に帰属するものとする。ただし、事業実施主体は、農林水産省

又は農林水産省が指定する者に対しては、無償使用を許可するものとする。 

なお、事業実施期間中及び事業実施期間終了後５年間において、本事業により

得られた知的財産権の全部又は一部の譲渡を行おうとする場合は、事前に農林水

産省と協議して承諾を得るものとする。 

 

第６ その他 

１ 事業を適切に執行するため、都道府県知事又は地方農政局長等は、必要に応じて以

下の措置を講ずるものとする。 

（１）都道府県知事（第５の２の（１）のただし書の場合は地方農政局長等）は、本事

業により導入したスマート農業機械等について、法定耐用年数を経過するまでの

間、適切に管理されているか確認するため、必要に応じ、取組主体から報告又は

資料の提出を求め、取組主体に対し、適切な指導を行うものとする。 

（２）地方農政局長等は、必要に応じ、都道府県知事又は取組主体（第５の２の（１）

のただし書の場合は取組主体のみ）に対し、報告又は資料の提出を求め、必要に

応じて、指導及び助言を行うものとする。 

２ 取組主体は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場

合又は本事業により導入したスマート農業機械等の法定耐用年数が残存する間に当該

機械の農業研修教育の用途での使用が困難となった場合は、その旨を速やかに都道府

県知事（第５の２の（１）のただし書の場合は地方農政局長等）に報告するものとす

る。 

３ ２により取組主体から報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容について遅滞

なく地方農政局長等に報告し、その指示を受けるものとする。 

４ 取組主体は、本事業による整備等をしたスマート農業用施設等について、法定耐用

年数が経過するまでの間において、農業研修の用途での使用が困難になり、補助目的

に従った利用ができなくなった場合には、国は、「補助事業等により取得し、又は効

用の増加した財産の処分等の承認基準について」（平成20年５月23日20経第385号農

林水産省大臣官房経理課長通知）に基づき、財産処分により生じる収益の国庫納付等

を命じることとする。 

 

第７ 環境負荷低減に向けた取組の実施 

第４の１及び２の取組主体は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境

負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第37号。以下この別記において

「みどりの食料システム法」という。）に基づく、環境負荷低減事業活動の促進及びそ

の基盤の確立に関する基本的な方針（令和４年農林水産省告示第1412号。以下この別記

において「基本方針」という。）等に基づき環境負荷の低減に取り組むものとし、その

具体的な取組内容は別添のとおりとする。 
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（別表１） 

補助対象経費 

第５の１関係 

区 分 内 容 

謝 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要となる専門知識の提供、外部講師による講義

の実施、資料整理、事務補助、資料収集等の協力者に対し支払う、謝礼に

要する経費。 

 謝金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当

な根拠に基づき設定すること。 

 なお、設定された単価が妥当であるかを精査するため、謝金の単価の設

定根拠となる資料を申請の際に添付するものとする。 

また、取組主体又は取組主体である協議会の構成員組織に属する者、臨

時に雇用した者等（以下この別記において「取組主体等」という。）に対

しては、謝金を支払うことはできない。 

旅 費 

 

 

 

 事業を実施するために必要な研修実施、資料収集、各種調査、打合せ、

外部有識者の招聘等に要する経費。取組主体等に旅費の支給に関する規程

等がある場合は、当該規程によることができるものとするが、農業教育機

関の学生や研修受講生に対する旅費は交通費、宿泊費等の実費とする。 

賃 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要となる研修実施、資料整理、事務補助、資料

収集等の業務のために臨時に雇用した者に対し支払う、実働に応じた対

価。雇用に伴う社会保険料等の事業主負担分などについては、「賃金」と

してではなく、後述する「その他」の区分により申請すること。 

 賃金単価については、取組主体等の賃金支給規則や法令の規定等による

など、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定

すること。 

 また、当該賃金支給規則による場合であっても、労働の対価として労働

時間に応じて支払う経費以外の経費（賞与、住宅手当、退職給付金引当金

等）については、除外して申請すること。 

 設定された単価等が妥当であるかを精査するため、賃金支給規則、辞令

等の根拠となる資料を申請の際に添付すること。 

 賃金については、事業の実施により新たに発生する業務について支払い

の対象とし、当該事業の実施に直接関係のない当該団体の既存の業務に対

する支払いはできない。 

 また、取組主体は、当該事業に直接従事した従事時間と作業内容を証明

しなければならない。 

会計年度任用職員給

与等 

 

 

 

 

 

 

 地方公共団体において会計年度任用職員に任用された職員を事業に従事

させる場合については、地方公共団体が定める会計年度任用職員の給与に

関する条例等の規定に基づき、給与及び手当について、本事業への従事割

合に応じて助成対象とすることができる。 

 この場合、給与等の額が妥当であるかを精査するため、給与等に関する

条例、勤務条件通知書等の根拠となる資料を申請の際に添付するととも

に、会計年度任用職員の本事業への従事割合及び従事内容を証明しなけれ

ばならない。 
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専門員等設置費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要となる企画、運営、各種調査、分析、相談、

システム開発等専門技術・知識を要する業務を行うための専門員、コンサ

ルタント、システムエンジニア等を新たに雇用した場合の経費。 

 専門員等設置費の単価については、取組主体の支給規則等によるなど、

業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定するこ

と。 

なお、設定された単価が妥当であるかを精査するため、上記の支給規則

等の根拠となる資料を申請の際に添付するものとする。 

 専門員等設置費は、事業の実施により新たに発生する業務について支払

いの対象とし、当該事業の実施に直接関係のない当該団体の既存の業務に

対する支払いはできない。 

 また、取組主体は、当該事業に直接従事した従事時間と作業内容を証明

しなければならない。 

技能者給 

 

 

 事業を実施するために必要となる専門的知識、技能を要する業務に対し

支払う、実働に応じた対価。 

技能者給の単価については、事業に直接従事する者に係る基本給、諸手

当（時間外手当等は除く。）、賞与及び法定福利費を合わせた年間総支給

額を、就業規則で定められた年間総就労時間で除した額とする（算定に当

たっては、退職給付金引当金に要する経費は除く。）。なお、設定された

単価が妥当であるかを精査するため、単価の設定根拠となる資料を申請の

際に添付するものとする。 

また、事業実施主体は、「作業日誌」等を作成し、当該専門的知識、技

能を要する業務に直接従事した者の従業時間及び作業内容を証明しなけれ

ばならない。 

スマート農業機械・

設備導入費 

 事業を実施するために必要となる取得価格が50万円以上の研修用のスマ

ート農業機械等の購入・リースに必要な経費（これらの据付等にかかる経

費も含む。）。 

備品費 

 

 

 事業を実施するために直接必要となる取得単価が５万円以上50万円未満

の機器、装置、物品等の購入に必要な経費（これらの据付等にかかる経費

も含む。）。 

 スマート農業機械・設備を除く。 

消耗品費 

 

 事業を実施するために必要となる取得価格が５万円未満の消耗品、消耗

器材、薬品類、原材料、生産資材、各種事務用品等の調達に必要な費用。 

印刷製本費 

 

 事業を実施するために必要となる文書、研修資料、会議資料等の印刷製

本の経費。 

通信運搬費 

 

 

 事業を実施するため追加的に必要となる電話・インターネット等の通信

料、郵便料、諸物品の運賃等の経費（通常の団体運営に伴って発生する経

費は除く。）。 

使用料及び賃借料 

 

 

 

 事業を実施するため追加的に必要となる研修・教育コンテンツやサービ

スの使用料、パソコン、教育機材、研修用機械・設備、移動用バス等事業

用機械器具、研修ほ場等の借料及び損料（通常の団体等の運営に伴って発

生する経費は除く。）。 

役務費 

 

 取組主体が直接実施することが困難である役務（ホームページ作成、翻

訳、分析等）を他の事業者等に依頼するために必要な経費。 

委託費 

 

 

 事業の交付目的たる事業の一部分（研修・教育コンテンツ等の成果物の

作成、データ解析、研修カリキュラムの実施等）を他の事業者等に委託す

るために必要な経費。 

その他  事業を実施するために必要な広告費、文献等購入費、複写費、会場借

料、収入印紙代、社会保険料等の事業者負担分、傷害・賠償保険加入費な

ど他の費目に該当しない経費。 
（注）１ 補助事業等に直接従事する者の人件費の額の算定方法及び人件費の額の算定根拠となる従事日数等に係
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る証拠書類の整備等については、上記助成対象経費の欄に掲げる内容のほか、「補助事業等の実施に要す

る人件費の算定等の適正化について」（平成22年９月27日付け22経第960号農林水産省大臣官房経理課長通

知）に示す方法に従うものとする。 

２ 謝金の額については、原則として申請の際に設定した単価を用いることとし、その後変更はできないも

のとする。  
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（別表２－１） 

 第５の２の事業で行うこととしている別記４の第７の１の事業を実施するために直接必

要となる補助対象経費の使途基準 
区 分 内 容 

謝 金 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要となる専門知識の提供、資料整理、事務補

助、資料収集等の協力者に対し支払う、謝礼に要する経費。 

 謝金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当

な根拠に基づき設定すること。 

 なお、設定された単価が妥当であるかを精査するため、謝金の単価の設

定根拠となる資料を申請の際に添付するものとする。 

 また、取組主体等に対しては、謝金を支払うことはできない。 

旅 費 

 

 

 事業を実施するために必要な資料収集、各種調査、打合せ、外部有識者

の招聘等に要する経費。取組主体等に旅費の支給に関する規程等がある場

合は、当該規程によることができるものとする。 

賃 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要となる資料整理、事務補助、資料収集等の業

務のために臨時に雇用した者に対し支払う、実働に応じた対価。雇用に伴

う社会保険料等の事業主負担分などについては、「賃金」としてではな

く、後述する「その他」の区分により申請すること。 

 賃金単価については、取組主体等の賃金支給規則や法令の規定等による

など、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定

すること。 

 また、当該賃金支給規則による場合であっても、労働の対価として労働

時間に応じて支払う経費以外の経費（賞与、住宅手当、退職給付金引当金

等）については、除外して申請すること。 

 設定された単価等が妥当であるかを精査するため、賃金支給規則、辞令

等の根拠となる資料を申請の際に添付すること。 

 賃金については、事業の実施により新たに発生する業務について支払い

の対象とし、当該事業の実施に直接関係のない当該団体の既存の業務に対

する支払いはできない。 

 地方公共団体の職員（会計年度任用職員を除く。）及び農業協同組合の

正職員に支払う賃金は、補助対象経費としない。 

 また、取組主体は、当該事業に直接従事した従事時間と作業内容を証明

しなければならない。 

会計年度任用職員給

与等 

 

 

 

 

 

 

 地方公共団体において会計年度任用職員に任用された職員を事業に従事

させる場合については、地方公共団体が定める会計年度任用職員の給与に

関する条例等の規定に基づき、給与及び手当について、本事業への従事割

合に応じて助成対象とすることができる。 

 この場合、給与等の額が妥当であるかを精査するため、給与等に関する

条例、勤務条件通知書等の根拠となる資料を申請の際に添付するととも

に、会計年度任用職員の本事業への従事割合及び従事内容を証明しなけれ

ばならない。 

備品費 

 

 

 事業を実施するために直接必要となる取得単価が５万円以上50万円未満

の機器、装置、物品等の購入に必要な経費（これらの据付等にかかる経費

も含む。）。 

 スマート農業機械・設備を除く。 

消耗品費 

 

 事業を実施するために必要となる取得価格が５万円未満の消耗品、消耗

器材、薬品類、原材料、生産資材、各種事務用品等の調達に必要な費用。 

印刷製本費 

 

 事業を実施するために必要となる文書、研修資料、会議資料等の印刷製

本の経費。 
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通信運搬費 

 

 

 事業を実施するため追加的に必要となる電話・インターネット等の通信

料、郵便料、諸物品の運賃等の経費（通常の団体運営に伴って発生する経

費は除く。）。 

使用料及び賃借料 

 

 

 事業を実施するため追加的に必要となる研修・教育コンテンツやサービ

スの使用料、パソコン、教育機材、移動用バス等事業用機械器具（通常の

団体等の運営に伴って発生する経費は除く。）。 

役務費 

 

 取組主体が直接実施することが困難である役務（ホームページ作成、翻

訳、分析等）を他の事業者等に依頼するために必要な経費。 

委託費 

 

 事業の交付目的たる事業の一部分（研修・教育・PRコンテンツ等の作成

等）を他の事業者等に委託するために必要な経費。 

研修受講者育成費  雇用型経営体の候補者となる研修受講者の育成経費（最大3,000千円／年

・名）、右腕人材の候補者となる研修受講者の育成経費（最大1,200千円／

年・名 ※雇用型経営体の候補者となる研修受講者に２を乗じた人数分を

上限とする）。当該経費を計上する取組主体は、研修受講者を雇用するこ

ととする。雇用就農資金（雇用就農資金等実施要綱（令和７年３月31日付

け６経営第2412号農林水産事務次官依命通知）別記１の第２の１から３に

基づく事業）との重複受給を不可とする。 

その他  事業を実施するために必要な広告費、文献等購入費、複写費、会場借

料、収入印紙代、社会保険料等の事業者負担分、傷害・賠償保険加入費な

ど他の費目に該当しない経費。 

（注）１ 補助事業等に直接従事する者の人件費の額の算定方法及び人件費の算定根拠となる従事日数等

に係る証拠書類の整備等については、上記助成対象経費の欄に掲げる内容のほか、「補助事業等

の実施に要する人件費の算定等の適正化について」に示す方法に従うものとする。 

２ 謝金の額については、原則として申請の際に設定した単価を用いることとし、その後変更はで

きないものとする。  
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（別表２－２） 

第５の２の事業で行うこととしている別記４の第７の２の事業を実施するために直接必

要となる補助対象経費の使途基準 

  

費目 内容 

スマート農業機械

・設備導入費 

 事業を実施するために直接必要となる取得単価が50万円以上のスマート農業

機械・設備の購入に要する経費 
注：これらの据付等にかかる経費を含む。 
注：リース又はレンタルによる導入は不可。 
注：スマート農業技術が組み込まれているものに限る。 

農業用施設整備費  事業を実施するために直接必要となる農業用施設の新設、改良、リノベーシ

ョン、撤去に要する以下の経費 
１ 工事費 
２ 実施設計費（設計は同一年度内に工事を行う場合に限る。） 
注：リノベーションは、気密性や保湿性の向上等機能強化に要する改修等に限

る。 
注：スマート農業技術が組み込まれているものに限る。 
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（別表３） 

第５の３に関する経費 

区 分 内 容 

謝 金 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要となる専門知識の提供、外部講師による講

義の実施、資料整理、事務補助、資料収集等の協力者に対し支払う、謝

礼に要する経費。 

 謝金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥

当な根拠に基づき設定すること。 

 なお、設定された単価が妥当であるかを精査するため、謝金の単価の

設定根拠となる資料を申請の際に添付するものとする。 

 また、取組主体等に対しては、謝金を支払うことはできない。 

旅 費 

 

 

 

 事業を実施するために必要な研修実施、資料収集、各種調査、打合

せ、外部有識者の招聘等に要する経費。取組主体等に旅費の支給に関す

る規程等がある場合は、当該規程によることができるものとするが、農

業教育機関の学生や研修受講生に対する旅費は交通費、宿泊費等の実費

とする。 

賃 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要となる研修実施、資料整理、事務補助、資

料収集等の業務のために臨時に雇用した者に対し支払う、実働に応じた

対価。雇用に伴う社会保険料等の事業主負担分などについては、「賃

金」としてではなく、後述する「その他」の区分により申請すること。 

 賃金単価については、取組主体等の賃金支給規則や法令の規定等によ

るなど、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき

設定すること。 

 また、当該賃金支給規則による場合であっても、労働の対価として労

働時間に応じて支払う経費以外の経費（賞与、住宅手当、退職給付金引

当金等）については、除外して申請すること。 

 設定された単価等が妥当であるかを精査するため、賃金支給規則、辞

令等の根拠となる資料を申請の際に添付すること。 

 賃金については、事業の実施により新たに発生する業務について支払

いの対象とし、当該事業の実施に直接関係のない当該団体の既存の業務

に対する支払いはできない。 

 また、取組主体は、当該事業に直接従事した従事時間と作業内容を証

明しなければならない。 

会計年度任用職員給与

等 

 

 

 

 

 

 

 地方公共団体において会計年度任用職員に任用された職員を事業に従

事させる場合については、地方公共団体が定める会計年度任用職員の給

与に関する条例等の規定に基づき、給与及び手当について、本事業への

従事割合に応じて助成対象とすることができる。 

 この場合、給与等の額が妥当であるかを精査するため、給与等に関す

る条例、勤務条件通知書等の根拠となる資料を申請の際に添付するとと

もに、会計年度任用職員の本事業への従事割合及び従事内容を証明しな

ければならない。 
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専門員等設置費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要となる企画、運営、各種調査、分析、相

談、システム開発等専門技術・知識を要する業務を行うための専門員、

コンサルタント、システムエンジニア等を新たに雇用した場合の経費。 

 専門員等設置費の単価については、取組主体の支給規則等によるな

ど、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定

すること。 

なお、設定された単価が妥当であるかを精査するため、上記の支給規

則等の根拠となる資料を申請の際に添付するものとする。 

 専門員等設置費は、事業の実施により新たに発生する業務について支

払いの対象とし、当該事業の実施に直接関係のない当該団体の既存の業

務に対する支払いはできない。 

 また、取組主体は、当該事業に直接従事した従事時間と作業内容を証

明しなければならない。 

技能者給 

 

 

 事業を実施するために必要となる専門的知識、技能を要する業務に対

し支払う、実働に応じた対価。 

技能者給の単価については、事業に直接従事する者に係る基本給、諸

手当（時間外手当等は除く。）、賞与及び法定福利費を合わせた年間総

支給額を、就業規則で定められた年間総就労時間で除した額とする（算

定に当たっては、退職給付金引当金に要する経費は除く。）。なお、設

定された単価が妥当であるかを精査するため、単価の設定根拠となる資

料を申請の際に添付するものとする。 

また、事業実施主体は、「作業日誌」等を作成し、当該専門的知識、

技能を要する業務に直接従事した者の従業時間及び作業内容を証明しな

ければならない。 

備品費 

 

 

 事業を実施するために直接必要となる取得単価が５万円以上50万円未

満の機器、装置、物品等の購入に必要な経費（これらの据付等にかかる

経費も含む。）。 

 スマート農業機械・設備を除く。 

消耗品費 

 

 事業を実施するために必要となる取得価格が５万円未満の消耗品、消

耗器材、薬品類、原材料、生産資材、各種事務用品等の調達に必要な費

用。 

印刷製本費 

 

 事業を実施するために必要となる文書、研修資料、会議資料等の印刷

製本の経費。 

通信運搬費 

 

 

 事業を実施するため追加的に必要となる電話・インターネット等の通

信料、郵便料、諸物品の運賃等の経費（通常の団体運営に伴って発生す

る経費は除く。）。 

使用料及び賃借料 

 

 

 

 事業を実施するため追加的に必要となる研修・教育コンテンツやサー

ビスの使用料、パソコン、教育機材、研修用機械・設備、移動用バス等

事業用機械器具、研修ほ場等の借料及び損料（通常の団体等の運営に伴

って発生する経費は除く。）。 

役務費 

 

 取組主体が直接実施することが困難である役務（ホームページ作成、

翻訳、分析等）を他の事業者等に依頼するために必要な経費。 

委託費 

 

 

 事業の交付目的たる事業（研修・教育コンテンツ等の成果物の作成、

データ解析、研修の実施等）を他の事業者等に委託するために必要な経

費。 

その他  事業を実施するために必要な広告費、文献等購入費、複写費、会場借

料、収入印紙代、社会保険料等の事業者負担分、傷害・賠償保険加入費

など他の費目に該当しない経費。 
（注）１ 補助事業等に直接従事する者の人件費の額の算定方法及び人件費の額の算定根拠となる従事日数等に係る

証拠書類の整備等については、上記助成対象経費の欄に掲げる内容のほか、「補助事業等の実施に要する人

件費の算定等の適正化について」に示す方法に従うものとする。 
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２ 謝金の額については、原則として申請の際に設定した単価を用いることとし、その後変更はできないもの

とする。  
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（別表４） 

ポイント表 
第５の１及び第５の２関係 

 

１．課題の把握と解決策の提示 

① 地域農業及び担い手についての課題の把握 

 ア 課題を的確に把握できている。 

 イ 課題をおおむね把握できている。 

 ウ 課題を把握できていない。 

 

６ 

４ 

不採択 

② 課題の解決策の提示 

 ア 課題を解決するために、雇用型経営体等の育成・輩出が不可欠であることについて、

事実に基づいて解決策を提示できている。 

 イ 課題を解決するために、雇用型経営体等の育成・輩出が不可欠である点について、的

確に論理展開できているが、事実による裏付けが弱い。 

 ウ 課題を解決するために、雇用型経営体等の育成・輩出が不可欠である点について、お

おむね論理展開できているが、一部、的確性を欠く点がある。 

 エ 課題を解決するために、雇用型経営体等の育成・輩出が不可欠であることについて、

解決策を提示できていない。 

 

６ 

 

４ 

 

２ 

 

不採択 

 

 

 

２．研修実施機関の実績 

① 新規就農者を育成する研修の通算実施年数 

（※注：これから農業者になろうとする者であり、既に就農した者の学び直しを含まな

い。） 

 ア 20年以上 

 イ 15年以上20年未満 

 ウ 10年以上15年未満 

 エ ５年以上10年未満 

 オ ５年未満 

 カ 実施したことがない 

 

 

 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

０ 

② ①の研修における修了者数（１年間の平均値） 

（※例：通算実施年数が17年４ヶ月、研修修了者の総数が1,030名 

→１年間の平均値は、1,030名÷17年（１年未満切捨て）＝60名（１名未満切捨て）） 

 ア 50名以上 

 イ 40名以上50名未満 

 ウ 30名以上40名未満 

 エ 20名以上30名未満 

 オ 10名以上20名未満 

 カ ５名以上10名未満 

 キ ５名未満 

 ク 修了者がいない 

 

 

 

７ 

６ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

０ 

③ ②のうち新規就農した者の割合（１年間の平均値） 

（※注：新規就農とは、ⅰ新規参入（土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開

始）、ⅱ新規自営就農（個人経営体の世帯員として、新たに就農）、ⅲ新規雇用就

農（法人等に雇用されて、新たに就農）、ⅳ法人として参入（自ら法人等を設立し

て、新たに農業経営を開始）の全てを含む。） 

（※例：研修修了者1,030名÷新規就農者930名＝90％（小数点以下切捨て）） 

ア 100％ 

イ 95％以上100％未満 

ウ 90％以上95％未満 

 

 

 

 

 

 

22 

20 

18 
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 エ 85％以上90％未満 

 オ 80％以上85％未満 

 カ 75％以上80％未満 

 キ 70％以上75％未満 

 ク 65％以上70％未満 

 ケ 60％以上65％未満 

 コ 55％以上60％未満 

 サ 50％以上55％未満 

 シ 50％未満 

 ス ②において修了者がいない。 

16 

14 

12 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

不採択 

０ 

④ ③の新規就農者のうち、研修修了時からおおむね３年以内に、常用雇用者を２名以上雇

い入れた者の割合 

 ア 100％ 

 イ 75％以上100％未満 

 ウ 50％以上75％未満 

 エ 25％以上50％未満 

 オ 25％未満（カを除く。） 

 カ １名もいない 

 キ ②において修了者がいない 

 

 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

０ 

０ 

⑤ ③の新規就農者のうち、研修修了時からおおむね１年以内に、認定農業者（認定新規就

農者（基盤強化法第14条の５第１項に規定する認定就農者をいう。以下この別記において

同じ。）を除く。）になった者の割合 

 ア 100％ 

 イ 75％以上100％未満 

 ウ 50％以上75％未満 

 エ 25％以上50％未満 

 オ 25％未満（カを除く。） 

 カ １名もいない 

 キ ②において修了者がいない 

 

 

 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

０ 

０ 

⑥ ③の新規就農者のうち、右腕人材の割合 

 ア 100％ 

 イ 75％以上100％未満 

 ウ 50％以上75％未満 

 エ 25％以上50％未満 

 オ 25％未満（カを除く。） 

 カ １名もいない 

 キ ②において修了者がいない 

 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

０ 

０ 

 

 

３．受講対象者の選定 

① 受講予定者の数 

 ア 10名以上 

 イ ８名以上10名未満 

 ウ ６名以上８名未満 

 エ ４名以上６名未満 

 オ ２名以上４名未満 

 カ １名 

 キ 決まっていない 

（※注：本事業の目的は、雇用型経営体となる人材、雇用型経営体を支える従業員等を輩

出する点にあることから、単に受講予定者を増やすのでなく、そのような素質のあ

る人材に厳選すること。） 

 

６ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

０ 
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② 受講予定者が地域の雇用型経営体又はそれらを支える右腕人材になる素質があるこ

と。 

（※注：受講予定者が複数いる場合、その過半について当てはまる場合に該当する項目の

ポイントを加算することができる。） 

（※注：複数に当てはまる場合は、全てを合算することができる。） 

 ア 農業大学校の在学生、その出身者である等、基礎的な農業技術を身につけている。 

 イ 農業大学校の在学生又はその出身者である場合、当該学生が所属し又はしていた学

年又は専攻コースにおいて、最上位又はそれに準ずる成績を収めている又は収めてい

た。 

 ウ 農業大学校の在学生又はその出身者である場合、プロジェクト発表会等で受賞歴が

ある。 

 エ 農業関連産業又はそれ以外の産業分野において、経営者となった経験がある。 

 オ 雇用型経営体となる場合、新規参入のために必要な十分な資力がある。（※十分な

資力がない者に対しては、雇用型経営体を支える従業員等になるよう誘導する必要。

雇用型経営体となることにこだわる場合、当該者に受講を控えてもらう必要があるこ

とに留意すること。） 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

10 

 

10 

10 

③ 受講予定者の年齢 

 ア 49歳以下の者が100％ 

 イ 49歳以下の者が50％以上、100％未満 

 ウ 49歳以下の者が50％未満（エを除く。） 

 エ 49歳以下の者がいない・決まっていない 

 

20 

10 

５ 

不採択 

 

 

４．取組体制 

① 雇用型経営体等を確実に輩出できる研修内容を検討し、当該研修を実施するため、以

下の関係機関と連携を図っていること。 

（※注：連携を図る機関を全て選択し、ポイントを全て加算すること。） 

 ア 短期大学又は４年制大学 

 イ 都道府県の農業部局又は教育部局 

 ウ 農業法人又はその団体 

 エ 経済団体等の産業界 

 オ 研修実施機関が農業大学校又は専門職短期大学の場合は農業高校、農業高校の場合

は農業大学校又は専門職短期大学 

 カ 農業教育の外部有識者 

 キ 就農支援の外部有識者 

 ク 先進的な農業経営者 

 ケ 効果的な教育サービスを提供する民間事業者 

 コ その他【具体的に記載：                         】 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

② 各関係機関と連携する意義 

 ア 全ての機関について役割分担と実施内容が詳細に明らかにされている。 

 イ 全ての機関について役割分担と実施内容が概ね詳細に明らかにされている。 

 ウ 全ての機関について役割分担と実施内容が明らかでない。 

 

５ 

１ 

不採択 

③ 研修修了後の新規参入を支援するため、農業経営、農地確保、農業用施設・機械確

保、資金調達、生活安定、技術習得及び販路確保の７分野について、担当機関・部署が

決まっており、かつ、支援実績がある。 

 ア ７分野全てについて当てはまる。 

 イ ６分野について当てはまる。 

 ウ ５分野について当てはまる。 

 エ 当てはまらない分野が３つ以上ある。 

 

 

 

10 

５ 

０ 

不採択 

④ 研修修了者向けに農地をあっせんできること。 

（※注：用意している農地について、あっせんを受ける者にその利用状況等の現況や営農
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条件等を説明する資料、ア又はイのことが分かる目標地図を添付すること。） 

 ア 地域計画の区域内に賃借権等の権利を取得できる農地があらかじめ見込まれてい

る。 

 イ 当該研修修了者が権利取得する農地が目標地図に位置付けられ又は位置付けられる

見込みである。 

 ウ 地域計画が策定されていない。 

 

５ 

 

５ 

 

不採択 

⑤ 成果目標の達成のために、継続的に、売上げ等の向上や労働環境改善等に取り組むた

めの研修・支援体制が確保されていること。 

（※注：研修内容がわかる資料を添付すること。） 

 ア 現役農業者向けに、経営管理能力及びリーダーシップを向上させるための高度な研

修を既に実施している。 

 イ 現役農業者向けに、経営管理能力又はリーダーシップのいずれか一方を向上させる

ための高度な研修を既に実施している。 

 ウ 現役農業者向けにそうした研修を実施する予定である。 

 エ 実施する予定はない。 

 

 

 

10 

 

５ 

 

２ 

不採択 

⑥ 研修修了者が生産した農畜産物等を買い取るなど、就農後の経営の安定に資する取組

が行われる予定である。 

 ア はい 

 イ いいえ 

 

 

10 

０ 

⑦ 研修農地が地域計画に位置付けられている。 

 ア はい 

 イ いいえ（位置付けられていない又は農地でない） 

 

５ 

０ 

 

 

５．研修形態及び内容 

① 研修実施機関が、都道府県認定研修機関（新規就農者育成総合対策別記３の第７の２

の（１）のアの（エ）に規定する研修機関をいう。）である。 

 ア はい 

 イ いいえ 

 

 

５ 

０ 

② 常用労働者を雇い入れる農業経営者として必要である、経営管理能力を十分に身につ

けるための研修を実施する予定である。 

（注：本事業における経営管理能力とは、経営の日常的な管理行動を規律する能力であ

り、生産管理、労務管理、財務管理、販売管理、顧客管理等を適時・適切に行うこ

とができる能力を指す。） 

 ア はい 

 イ いいえ 

 

 

 

 

 

10 

不採択 

③ 常用労働者を雇い入れる農業経営者として必要である、リーダーシップを十分に身に

つけるための研修を実施する予定である。 

 ア 研修の内容が全て具体的に計画されている。 

 イ 研修の内容がおおむね具体的に計画されている。 

 ウ 研修の内容が具体的に計画されていない。 

 

 

10 

５ 

不採択 

④ 受け手不在農地の解消に資する土地利用型農業の人材育成に取り組む。 

 ア 取り組む 

 イ 取り組まない 

 

20 

０ 

 

 

６．目標 

① 育成対象者のうち、「雇用型経営体」：「右腕人材」を目指させる者の比率 

 ア 雇用型経営体が100％ 

 イ 雇用型経営体が80％以上100％未満 

 

20 

８ 
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 ウ 雇用型経営体が60％以上80％未満 

 エ 雇用型経営体が50％以上60％未満 

６ 

４ 

② 研修修了者のうち雇用型経営体となろうとする者が、研修修了時からおおむね３年以

内に雇用する予定の常用労働者の目標数 

（注：各雇用型経営体の平均値による。） 

 ア ５名以上 

 イ ４名 

 ウ ３名 

 エ ２名 

 

 

 

10 

８ 

６ 

４ 

③ 目標とする売上げ又は延べ耕作面積 

（※注：耕種（稲作除く。）、畜種、稲作等の土地利用型農業から２つ以上に取り組む場

合には、最も高いもので審査することとする。） 

 〇耕種（稲作除く。） 

  ア 売上げ１億円以上 

  イ 売上げ9,000万円以上１億円未満 

  ウ 売上げ8,000万円以上9,000万円未満 

  エ 売上げ7,000万円以上8,000万円未満 

  オ 売上げ6,000万円以上7,000万円未満 

  カ 売上げ5,000万円以上6,000万円未満 

  キ 売上げ4,000万円以上5,000万円未満 

ク 売上げ3,000万円以上4,000万円未満 

ケ 売上げ3,000万円未満 

 

 〇畜種 

ア 売上げ１億2,000万円以上 

  イ 売上げ１億1,000万円以上１億円2,000万円未満 

  ウ 売上げ１億円以上１億1,000万円未満 

  エ 売上げ9,000万円以上１億円未満 

  オ 売上げ8,000万円以上9,000万円未満 

  カ 売上げ7,000万円以上8,000万円未満 

  キ 売上げ6,000万円以上7,000万円未満 

ク 売上げ5,000万円以上6,000万円未満 

ケ 売上げ5,000万円未満 

 

 〇稲作等の土地利用型農業 

  ア 延べ耕作面積100ha以上 

  イ 延べ耕作面積90ha以上100ha未満 

  ウ 延べ耕作面積80ha以上90ha未満 

  エ 延べ耕作面積70ha以上80ha未満 

  オ 延べ耕作面積60ha以上70ha未満 

  カ 延べ耕作面積50ha以上60ha未満 

  キ 延べ耕作面積40ha以上50ha未満 

  ク 延べ耕作面積30ha以上40ha未満 

  ケ 延べ耕作面積30ha未満 

 

 

 

 

16 

14 

12 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

不採択 

 

 

16 

14 

12 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

不採択 

 

 

16 

14 

12 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

不採択 
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（別記５ 別紙様式第１号） 

 

雇用型経営体育成プラン 

 

注：別表４（採択審査に当たってのポイント表）をよく参照すること。 

 

第１ 課題と解決方針 

① 地域農業及び担い手についての課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 当該課題の解決方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 研修実施機関の実績 

① 実施してきた新規就農者を育成する研修の概要及び通算実施年数 

 

 

 

 

 

 

② 研修修了生の状況 
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③ 新規就農状況 

 

 

④ 新規就農者による雇用状況 

 

 

⑤ 認定農業者になっている状況 

 

 

⑥ 右腕人材になっている状況 

 

 

 

第３ 受講対象者の選定 

① 受講予定者の数 

 

 

② 受講予定者の素質及びその確認方法 

 

 

③ 受講予定者の年齢 

 

 

④ 受講予定者の特性 

 

 

 

第４ 取組体制 

① 関係機関との連携及びその意義 
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② 新規参入の支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研修修了者向けの農地のあっせん 

 

 

 

 

 

 

④ 研修修了後の更なる研修・支援体制 

 

 

 

 

 

 

⑤ 研修修了者の経営安定に資する取組 

 

 

 

 

 

⑥ 研修農地の地域計画への位置付け 

 

 

 

 

第５ 研修形態及び内容 

① 都道府県認定研修機関であるか 
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② 経営管理能力を身につける研修形態及び内容 

 

 

 

 

③ リーダーシップを身につける研修形態及び内容 

 

 

 

 

④ 対象とする農業の形態 

 

 

 

 

 

第６ 目標 

① 育成対象者のうち雇用型経営体と右腕人材を目指させる者のそれぞれの人数 

 

 

② 研修修了者のうち雇用型経営体となろうとする者による雇用目標 

 

 

 

 

 

③ 目標とする営農形態及び売上げ又は経営耕地面積 

 

 

 

 

 

 

第７ 添付資料 

・第２の２の事業に取り組む場合は、別記４の別紙様式第１号（スマート農業導入就農型新規

就農者参入促進計画） 

※当該様式中「第１ 新規就農者に関する目標及び実績」は記載不要。 

※第５の２の（１）のただし書の場合は、不要とする。 

・その他参考となる資料  
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（別記５ 別紙様式第２号） 

 

令和○○年度地域農業構造転換支援対策のうちスマート農業研修教育環境整備事業 

（雇用力のある経営体創出支援事業）実施計画（実績報告）※書 

 

 

番     号  

令和 年 月 日  

 

都道府県知事 殿 

 

住     所 

取組主体 

 

 地域農業構造転換支援対策実施要綱（令和８年１月23日付け７経営第2081号農林水産事

務次官依命通知）別記５の第５の１の（６）（第５の２の（６）で準用する場合を含

む。）（実績報告の場合は第５の１の（７）（第５の２の（７）で準用する場合を含

む。）の規定に基づき、下記のとおり事業実施計画（実績報告）書を提出する。 

※ 達成状況報告（第５の１の（４）（第５の２の（４）で準用する場合を含む。））

の場合は、下線部を達成状況報告と変えること。 

※ 第５の２の（１）のただし書の場合は、宛先を地方農政局長等とすること。 

 

記 

 

第１ 取組主体の情報 

都道府県   
対象地域 

（市町村名）  

取組主体  

代表者 

フ リ ガ ナ

氏 名

所 属 部 署

職 名

所 属 先 住 所 等

〒 ・ 住 所

T E L
メ ー ル ア ド レ ス

 
 
〒 

事務局 
連絡先 

フ リ ガ ナ

氏 名

所 属 部 署

職 名

所 属 先 住 所 等

〒 ・ 住 所

T E L

 
 
〒 
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第２ 取組計画（実績） 

〇第２の１の事業（農業大学校等支援事業） 

（※注：「使用経費等」については、取組内容ごとかつ別表１の補助対象経費の区分ごとに詳細に記

載すること。） 

ア カリキュラム強化 

実施機関 取組内容・実施（予定）時期 使用経費等 

 〔教育コース名〕 

〔教育対象者・予定受講数〕 

〔実施期間（研修時間数）〕 

〔カリキュラムの内容〕 

 

 

 

 

合計   円 

（うち国費   円） 

 

 

 

イ 研修用スマート農業機械又は農業設備の導入 

実施機関 取組内容・実施（予定）時期 使用経費等 

   

 

合計   円 

（うち国費   円） 

注：取組内容欄には、導入予定のスマート農業機械・設備の内容、規模及び仕様を記載す

ること。 

 

ウ eラーニングの導入 

実施機関 取組内容・実施（予定）時期 使用経費等 

 
 

  

 

合計   円 

（うち国費   円） 

 

 

 

メ ー ル ア ド レ ス

会計担当者 

フ リ ガ ナ

氏 名

所 属 部 署

職 名

所 属 先 住 所 等

〒 ・ 住 所

T E L
メ ー ル ア ド レ ス

 
 
〒 

研修教育機関  

282



エ 就農意欲を喚起するための活動 

実施機関 取組内容・実施（予定）時期 使用経費等 

   

 

合計   円 

（うち国費   円） 

 

オ ICT環境の整備のための取組 

実施機関 取組内容・実施（予定）時期 使用経費等 

   

 

合計   円 

（うち国費   円） 

 

カ その他の取組 

実施機関 取組内容・実施（予定）時期 使用経費等 

   

 

合計   円 

（うち国費   円） 

 

 

〇第２の２の事業（地域の研修教育機関等支援事業） 

ア 事業の種類・内容 

※：取り組むもの全てに「○」を記入すること。 
 

  

事業の種類・内容 
 

取組の有無 
１ 新規就農者の誘致体制の整備  

 

（１）複数機関の協働による効果的な誘致・支援体制の構築  
（２）誘致の実践  
（３）就農前後の者に対するトータルサポート活動の実施 

ア 短期農業研修の実施  
イ 相談対応・指導等の実施 

（ア）相談対応  
（イ）指導等の実施  

２ スマート農業型研修農場の整備 〇 
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イ 取組内容の詳細 

１ 新規就農者の誘致体制の整備 

 

（１）複数機関の協働による効果的な誘致・支援体制の構築 

内      容 

 
 
 
 
 
 
 
 

（特に、地域の合意形成の取組について） 

内      容 

① 市町村農業委員会及び農地中間管理機構の役割 
 
 
② 農地整備等を行う時期及び見込まれる内容 
 
 
③ 農地整備等に向けたスケジュール 
 
 

経費 
総事業費  
 うち国費  

※「内容」については、別記４の別表３－２に対応する事実が分かるよう、記入すること。 

（２）誘致の実践 

内      容 

① 取組の時期、場所及び内容 
 
 
② 対象や対象へのアプローチ方法 
 
 
③ 誘致の実践により、何名の者を研修や就農相談といった次の段階に移行させるか 
 
 

経費 
総事業費  
 うち国費  

※「内容」については、スマート農業就農希望者の誘致に向けた別記４の別表３－２に対応する事実が分かるよう、記入す

ること。 
（３）就農前後の者に対するトータルサポート活動の実施 

 

ア スマート農業に係る短期農業研修の実施 
既存のスマート農業就農希

望者向けの研修 
有り □ 無し □ 
「有り」の場合の受講者数        名 

受講者の属性と人数  
実施期間 令和○年○月○日から○月○日まで 
実施場所  
カリキュラム 研修品目： 
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（研修品目、月別計画） 

 
年 月 内 容 時間数 

令和○年〇月  〇日間・計○時

間 
〇月   
〇月   

令和○年○月   
    ○月   
    ○月   

 

受講者のフォローアップ 
体制  

アンケート 
① 研修受講後に、同じ地域において、さらに就農に向けた

支援を受けることになった者の数   ：        
② 研修受講後に、新規就農した者の数：        

   ※１：既存の研修が「有り」の場合、国庫補助金の投入により既存の取組と比べて量又は質の向上が図られ 
るかを判断できるよう、既存の取組内容の詳細が分かる資料を添付すること。 

※２：アンケートについては、実績報告時のみ。 
※３：アンケートについては、研修修了者の就農後の態様決定まで時間を要するなどにより、実績報告時に把握 

できない場合には、把握でき次第、速やかに送付すること。 
イ 相談・指導の実施 

 

（ア）相談対応 
既存の取組 有り □ 無し □ 
就

農

支

援

員 

氏名  スマート農業技

術の対応 □ 

身分など  

相談体制 
 
 

相談対応方針 

内容・頻度： 
 
就農相談会： 
相談会の名称 場所 時期・回数 内容 
    
    
    

 

新規就農者参入

促進会議の開催  

農地の相談  
農業用施設等の

相談  

就農計画の相談  
生活環境の相談  
カルテの記録  
情報収集及び発

信  

交流会等の開催 

 
場所 時期・回数 対象者・人数・内容 

   
   
   

 

研修プログラム

の作成・ 
充実化 

 

285



農業就業体験・

現地見学会の開

催 

場所 時期・回数 対象者・人数・内容 
   
   
   

 
 

その他  

スケジュール 

 
年月 内容 

令和○年○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
令和○年○月  
    ○月  
    ○月  

 

※１：別記４の別表２－１の取組内容について、詳細に記入すること。 
※２：既存の取組が「有り」の場合、国庫補助金の投入により既存の取組と比べて量又は質の向上が図ら

れるかを判断できるよう、既存の取組内容の詳細が分かる資料を添付すること。 
※３：「相談体制」については、別記４の別表３－２に該当する事実が分かるように記入すること。 
※４：「相談対応方針」については、相談対応の内容・頻度、就農相談会の情報を記入すること。 
※５：「新規就農者参入促進会議の開催」については、会議メンバー、開催計画、内容等を記入するこ

と。 
※６：「研修プログラムの作成・充実化」について、品目ごとに、労働時間や農業所得、地域における生

活費等の詳細を明らかにすることにより、就農後の農業経営と生活をイメージできる場合は、その

資料を添付すること。 
（イ）指導等の実施 

既存の取組 有り □ 無し □ 

就

農

支

援

員 

氏

名  スマート農業技術の対応 □ 
経営作物・ 
経営規模  
指導経験 有り □ 無し □ 
特記事項 認定新規就農者 □ 認定 

農業者 □ 指導 
農業士 □ 

その他の 
指導者としての資質  

指

導

計

画 

就農支援員 
の氏名  

支援対象者の氏名  

指導体制 
指導の方針 

 
 
 

年間計画 

年月 内容 
令和○年○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
令和○年○月  
    ○月  
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    ○月  
 

研修会・講習会 

年月 内容 
令和○年○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
    ○月  
令和○年○月  
    ○月  
    ○月  

 

※１：別記４の別表２－２の取組内容について、詳細に記入すること。 
※２：既存の取組が「有り」の場合、国庫補助金の投入により既存の取組と比べて量又は質の向上が図ら

れるかを判断できるよう、既存の取組内容の詳細が分かる資料を添付すること。 
※３：「指導農業士」には、地域において、それと同様の方を別の呼称で指定している場合を含む。 
※４：「指導体制 指導の方針」については、農業経営の開始・継続、農地確保、農業用施設・農業用機

械の確保、資金調達、生活安定、スマート農業技術習得、販路確保等の各分野のうち、いくつに関

する指導ができる体制が構築されている、又は構築する計画となっているか、分かるように記入す

ること。また、常設の相談窓口の設置など、就農援護の者が随時、指導を受けられる状況になって

いるか、分かるように記入すること。 
※５：「年間計画」については、①主要な農作業工程に関する指導が受けられるか、②地域の推進品目全

てに就農支援員を選定しているか、分かるように記入すること。 
※６：指導計画は、就農支援員ごとに、全ての支援対象者について、枠をコピーして作成すること。 

２ スマート農業型研修農場の整備 
（１）所在地 
    整備又は導入する、スマート農業技術が組み込まれた、農業用施設や農業機械・設備

が所在する場所を記入すること。 
 住所 面積（a） 

研修場所  

 

取組主体が運営するスマート農業型研

修農場【必須】   

 うち本事業で整備する農場   

取組主体が、その運営するスマート農

業型研修農場と別に借り上げる研修場

所  
  

取組主体以外が運営する研修場所 
（別記４の第７の２の（１）のイのた

だし書） 
  

営農活動で利用する場所 
（別記４の第７の２の（２）のアの

（ア）） 

・ 
・ 
・ 

 

※１：該当箇所を全て記入すること。複数の場所があれば、その全てを記入すること。 
※２：「取組主体が運営するスマート農業型研修農場と別に借り上げる研修場所」とは、例えば、取組主体である市町村・協議会

・民間団体が運営するスマート農業型研修農場では不足するため、別途、取組主体が第三者の圃場を借り上げて研修をする

場合をいう。 
※３：スマート農業型研修農場が目標地図の新規就農者の受入可能エリア等に位置付けられること、又は、目標年度までに同計画

に位置付けられることが確実であると認められることを要件としているため（別記４の第５の２の（２））、当該農地の住

所と計画区域の整合を取ること。また、地域計画及び目標地図を添付すること。 
 
（２）研修・営農活動での利用計画（実績） 
スマート農業就農希望者（短期農業研修を除く。）（別記４の第７の２の（１）のイの要件を満たす研修） 

 
研修 

研修期間（１年以上）及び日数 令和○年○月～令和○年○月（計○年）、○○○日 
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研修時間／年 
（1,200 時間以上／年）  

受講者数  
農地のあっせん・確保の状況  
指導体制※１  

カリキュラム※２ 

年 月 内 容 時間数 
令和○年○月  ○日間・計○時間 

○月   
○月   
○月   
○月   

    ○月   
    ○月   
    ○月   
    ○月   
令和○年○月   
    ○月   
    ○月   

 

経営モデル※３  

研修修了生の新規就農１年目 
の目標売上高※４ 

品目名・

品種名等 
経営規模 

（作付け面積・

飼養頭数等） 

目標 
売上高 

（千円） 
根拠 

    
    
    

 

フォローアップ体制※５  
短期農業研修（別記４の第７の１の（３）のアの要件を満たす研修） 
スマート農業型研修農場を利用する部分についてのみ記入すること。※６ 

  

営農活動での利用（別記４の第７の２の（２）のアの（ア）） 
スマート農業型研修農場を利用する部分についてのみ記入すること。※７ 

 

営農活動で利用する必要性  
利用期間 令和○年○月～令和○年○月（計○年） 
利用時間／年  
利用者数  
利用者の属性 認定農業者 ・ 認定新規就農者 ・ 指導農業士 

利用計画 

年 月 内 容 時間数 
令和○年○月  ○日間・計○時間 

○月   
○月   
○月   
○月   

    ○月   
    ○月   
    ○月   
    ○月   
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令和○年○月   
    ○月   
    ○月   

 

利用の対象物  
※１：別記４の別表３－３の１に対応する事実を含めて記入すること。 
※２：別記４の別表３－３の２に対応する事実を含めて記入すること。 
※３：別記４の別表３－３の３に対応する事実を含めて記入すること。 
※４：別記４の別表３－３の４に対応する事実を含めて記入すること。 
※５：別記４の別表３－３の５に対応する事実を含めて記入すること。 
※６：研修の妨げにならない範囲で実施することを確認できるよう、記入すること。 
※７：研修の妨げにならない範囲で実施することを確認できるよう、記入すること。 
 
（３）整備計画（実績） 
  ア 整備の必要性 
 
  イ 整備内容 

１ 

区分※１ 整備内容 
名称、規模、台数等 

（活用するスマート農業技術を含む。） 農業用施設 スマート農業機械・設備 
新設 改良 リノベーション 

     
経費 着工/契約予定年月日 竣工予定年月日 

総事業費 国庫補助金 その他   
     

※１：該当箇所に「○」を付すこと。 
 

２ 

区分※１ 整備内容 
名称、規模、台数等 

（活用するスマート農業技術を含む。） 農業用施設 スマート農業機械・設備 
新設 改良 リノベーション 

     
経費 着工/契約予定年月日 竣工予定年月日 

総事業費 国庫補助金 その他   
     

※１：該当箇所に「○」を付すこと。 
 

３ 

区分※１ 整備内容 
名称、規模、台数等 

（活用するスマート農業技術を含む。） 農業用施設 スマート農業機械・設備 
新設 改良 リノベーション 

     
経費 着工/契約予定年月日 竣工予定年月日 

総事業費 国庫補助金 その他   
     

※１：該当箇所に「○」を付すこと。 
 

４ 

区分※１ 整備内容 
名称、規模、台数等 

（活用するスマート農業技術を含む。） 農業用施設 スマート農業機械・設備 
新設 改良 リノベーション 

     
経費 着工/契約予定年月日 竣工予定年月日 

総事業費 国庫補助金 その他   
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第３ 本年度事業で目指す（得られた）効果及び事業の改善点 

  

 

 

 

第４ 研修効果の把握（目標、実績及びフォローアップ） 
現状値：雇用型経営である新規就農者の輩出実績（直近年度）（名／年） 名 

研修生 名 

研修修了者 名 

 新規就農者 名 

 雇用型経営体になることが確実な新規就農者 名 

 スマート農業を導入した新規就農者【Ａ】 名 

右腕人材になった新規就農者 名 

 スマート農業を導入した新規就農者【Ｂ】 名 

【Ａ】＋【Ｂ】 名 

 

Ａの詳細 

氏     名  

生 年 月 日  

就 農 年 月  

就 農 市 町 村  

営農形態、面積、 

飼養頭数、売上げ

等 

事業実施

年度の１

年後 

事業実施

年度の２

年後 

事業実施

年度の３

年後 

研修修了

年度の１

年後 

研修修了

年度の２

年後 

研修修了

年度の３

年後 

      

導入した 

スマート農業機械

・設備等及びその用

途 

 

従 業 員 の 契 約 期

間、契約形態、 

作業内容等 

（ ※ 人 ご と に 記

載） 

事業実施

年度の１

年後 

事業実施

年度の２

年後 

事業実施

年度の３

年後 

研修修了

年度の１

年後 

研修修了

年度の２

年後 

研修修了

年度の３

年後 

      

市町村の基本構想

における農業従事

者１名当たりの所

得水準（目標）及

び認定農業者とな

った年月 

事業実施

年度の１

年後 

事業実施

年度の２

年後 

事業実施

年度の３

年後 

研修修了

年度の１

年後 

研修修了

年度の２

年後 

研修修了

年度の３

年後 

      

連絡先 

電話番号 

 

連絡先  

※１：該当箇所に「○」を付すこと。 
※２：全て記入すること（枠をコピーして使用すること。）。 
 
（４）添付資料 
    配置図、設計図、仕様書、見積書（複数業者）等の整備内容の詳細が分かる資料 
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メールアドレス 

 

※ ２名以上の新規就農者がいる場合、表をコピーして入力願います。 

※ 氏名、生年月日、連絡先以外の事項は、国の各種資料における活用・公表を承諾したものとみな

します。 

※ 事業実施年度の１年後～３年後までの欄は、事業実施年度の後も当該研修生に対する研修を継続

する場合において、就農後に目指させる目標を記入してください。 

 

 

Ｂの詳細 

（１人目） 

氏     名  

生 年 月 日  

就 農 年 月  

就 農 市 町 村  

就農先の 

営農形態、面積、 

飼養頭数、売上げ

等 

 

就農先が導入した 

スマート農業機械

・設備等及びその用

途 

 

自身の契約期間、

契約形態、作業内

容等 

 

連絡先 

電話番号 

 

連絡先 

メールアドレス 

 

 

（２人目） 

氏     名  

生 年 月 日  

就 農 年 月  

就 農 市 町 村  

就農先の 

営農形態、面積、 

飼養頭数、売上げ

等 

 

就農先が導入した 

スマート農業機械

・設備等及びその用

途 

 

自身の契約期間、

契約形態、作業内

容等 

 

連絡先 

電話番号 

 

連絡先 

メールアドレス 

 

 

※ ３名以上の新規就農者がいる場合、表をコピーして入力願います。 
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※ 氏名、生年月日、連絡先以外の事項は、国の各種資料における活用・公表を承諾したものとみな

します。 

 

注：計画申請時及び実績報告時に把握できない場合には、把握でき次第、速やかに送付すること。 

 

 

 

第５ その他 

 

 

 

第６ 事業完了（予定）日 

 令和 年 月 日 

 

第７ 添付資料 

（１）別添様式第１号又は第２号事業収支予算計画（報告）書 

（２）事業を実施する農業教育機関等の概要が分かる資料 

（３）機械、設備、機器等を導入する場合はカタログ、見積書等 

（４）「みどりチェック」チェックシート 

（５）その他取組内容の参考となる資料 
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（別記５ 別添様式第１号） 

農業大学校等支援事業 

事業収支計画（報告）書 
 
 
 経費の配分 

 

                        （単位：円） 

 

事業内容 

 

 

 

 

事業に要す

る経費 

（Ａ＋Ｂ） 

 

 

負担区分 

 

備 考 

（積算基礎等） 

 

 

 

国庫補助金 

（Ａ） 

 

その他 

（Ｂ） 

（１）カリキュラムの強化 

（２）研修用スマート農業機

械及び農業設備の導入 

（３）eラーニングの導入 

（４）就農意欲を喚起するた

めの活動 

（５）ICT環境の整備のため

の取組 

（６）その他の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○費 ○○円 

○○費 ○○円 

※別表１の経費の区分ごとに

記入すること。 

 

 

 

 

 

 

合   計 

 

  

 

 

 

 

 

（注）１ 補助事業を実施するために必要な経費（消費税を含む。）のみを計上すること。 

２ 「積算基礎」欄には、積算内訳を記載し、考え方を記載又は添付すること。 

３ 必要に応じて単価等の設定根拠となる資料を添付すること。 
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（別記５ 別添様式第２号） 

 
地域の研修教育機関等支援事業 

事業収支計画（報告） 
 

経費の配分 

（単位：円） 

（注）１ 補助事業を実施するために必要な経費（消費税を含む。）のみを計上すること。 

２ 「積算基礎」欄には、積算内訳を記入し、考え方を記入又は添付すること。 

３ 必要に応じて単価等の設定根拠となる資料を添付すること。 

  

事業の種類・内容 

事業に要する

／要した経費 

（A+B+C+D） 

負担区分 

備 考 

（積算基礎等） 

国庫 

補助金 

(A) 

都道府

県 

(B) 

市町村

(C) 

その他

（D） 

１ 新規就農者の誘致 

体制の整備 

 

（１）複数機関の協働によ

る効果的な誘致・支援

体制の構築 

 

（２）誘致の実践 

 

（３）就農前後の者に対す

るトータルサポート活

動の実施 

ア 短期農業研修の

実施 

イ 相談対応・指導

等の実施 

（ア）相談対応 

（イ）指導等の実施 

 

２ スマート農業型研修

農場の整備 

     （例） 

○○費 ○○円 

○○費 ○○円 

※別表２―１又

は２―２の経費

の区分ごとに記

入すること。 

合   計       
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（別記５ 別紙様式第３号） 

 

令和○○年度地域農業構造転換支援対策のうちスマート農業研修教育環境整備事業 

（雇用力のある経営体創出支援事業）都道府県事業実施計画（実績報告）書 

 

 

番     号  

令和 年 月 日  

 

地方農政局長等 殿 

 

所在地 

都道府県知事 

 

 

 地域農業構造転換支援対策実施要綱（令和８年１月23日付け７経営第2081号農林水産事

務次官依命通知）別記５の第５の１の（６）（第５の２の（６）で準用する場合を含む。）

（実績報告の場合は第５の１の（７）（第５の２の（７）で準用する場合を含む。））の

規定に基づき承認を受けたいので、別添のとおり、都道府県事業実施計画（実績報告）書

を申請（報告）する。 
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（別添） 

 

１ 取組主体への指導計画方針（取組主体への指導実績） 

 

 

 

 

２ 事業完了予定・完了日 

   令和  年  月  日 

 

３ 添付資料 

（１）取組主体ごとの事業実施計画書（事業実績報告書）（別紙様式第２号） 

（２）都道府県事業ポイント表（実績では不要）別紙様式第３号―① 

（３）都道府県事業実施計画（実績）一覧 別紙様式第３号―② 

（４）必要に応じて地方農政局長等が指示した書類 
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別記5　別紙様式第３号－①

ア イ ウ ア イ ウ エ ア イ ウ エ オ カ ア イ ウ エ オ カ キ ク ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス ア イ ウ エ オ カ キ ア イ ウ エ オ カ キ ア イ ウ エ オ カ キ

　　　取組主体名

注：ポイントは、別表４に基づき該当する項目の点数を記載してください。

都道府県事業ポイント表

7
5
％
以
上
1
0
0
％
未
満

5
0
％
以
上
7
5
％
未
満

課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
雇
用
型
経
営
体
等
の
育
成
・
輩
出
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
事
実
に
基
づ
い
て
解
決
策
を
提
示
で
き
て
い
る
。

課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
雇
用
型
経
営
体
等
の
育
成
・
輩
出
が
不
可
欠
で

あ
る
点
に
つ
い
て
、
的
確
に
論
理
展
開
で
き
て
い
る
が
、
事
実
に
よ
る
裏
付

け
が
弱
い
。

5
名
以
上
1
0
名
未
満

番号
都道府
県名

修
了
者
が
い
な
い

1
0
0
%

6
5
％
以
上
7
0
％
未
満

課
題
を
把
握
で
き
て
い
な
い
。

5
0
％
未
満

5
0
名
以
上

1
5
年
以
上
2
0
年
未
満

課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
雇
用
型
経
営
体
等
の
育
成
・
輩
出
が
不
可
欠
で

あ
る
点
に
つ
い
て
、
概
ね
論
理
展
開
で
き
て
い
る
が
、
一
部
、
的
確
性
を
欠

く
点
が
あ
る
。

4
0
名
以
上
5
0
名
未
満

課
題
を
的
確
に
把
握
で
き
て
い
る
。

課
題
を
お
お
む
ね
把
握
で
き
て
い
る
。

①　地域農
業及び担い
手について
の課題の把

握

②　課題の解決策の提示

課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
雇
用
型
経
営
体
等
の
育
成
・
輩
出
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
解
決
策
を
提
示
で
き
て
い
な
い
。

１．課題の把握と解決策の提示

①　新規就農者を育成す
る研修の通算実施年数

2
0
年
以
上

1
0
年
以
上
1
5
年
未
満

５
年
以
上
1
0
年
未
満

５
年
未
満

実
施
し
た
こ
と
が
な
い

２．研修実施機関の実績

⑤　③の新規就農者のうち、
研修修了時からおおむね１年
以内に、認定農業者（認定新
規就農者を除く。）になった

者の割合

2
5
％
以
上
5
0
％
未
満

2
5
％
未
満
（
カ
を
除
く
）

１
名
も
い
な
い

②
に
お
い
て
修
了
者
が
い
な
い

⑥　③の新規就農者のうち、
右腕人材の割合

1
0
0
%

7
5
％
以
上
1
0
0
％
未
満

5
0
％
以
上
7
5
％
未
満

2
5
％
以
上
5
0
％
未
満

7
5
％
以
上
1
0
0
％
未
満

5
0
％
以
上
7
5
％
未
満

2
5
％
以
上
5
0
％
未
満

2
5
％
未
満
（
カ
を
除
く
）

5
名
未
満

②
に
お
い
て
修
了
者
が
い
な
い

1
0
0
%

③　②のうち新規就農した者の割合（１年間の平均値）

1
0
0
%

9
5
％
以
上
1
0
0
％
未
満

9
0
％
以
上
9
5
％
未
満

8
5
％
以
上
9
0
％
未
満

8
0
％
以
上
8
5
％
未
満

7
5
％
以
上
8
0
％
未
満

7
0
％
以
上
7
5
％
未
満

6
0
％
以
上
6
5
％
未
満

5
5
％
以
上
6
0
％
未
満

5
0
％
以
上
5
5
％
未
満

④　③の新規就農者のうち、
研修修了時からおおむね３年
以内に、常用雇用者を２名以

上雇い入れた者の割合

１
名
も
い
な
い

②　①の研修における修了者数
（１年間の平均値）

3
0
名
以
上
4
0
名
未
満

2
0
名
以
上
3
0
名
未
満

1
0
名
以
上
2
0
名
未
満

2
5
％
未
満
（
カ
を
除
く
）

１
名
も
い
な
い

②
に
お
い
て
修
了
者
が
い
な
い

②
に
お
い
て
修
了
者
が
い
な
い

項目
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別記5　別紙様式第３号－①

　　　取組主体名

注：ポイントは、別表４に基づき該当

都道府県事業ポイント表

番号
都道府
県名

項目

ア イ ウ エ オ カ キ ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ ア イ ウ ア イ ウ エ ア イ ウ ア イ ウ エ ア イ ア イ

⑤　成果目標の達成のために、継
続的に、売上等の向上や労働環境
改善等に取り組むための研修・支
援体制が確保されていること。

現
役
農
業
者
向
け
に
、
経
営
管
理
能
力
及
び
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
向
上
さ
せ

る
た
め
の
高
度
な
研
修
を
既
に
実
施
し
て
い
る
。

実
施
す
る
予
定
は
な
い
。

農
業
大
学
校
の
在
学
生
、
そ
の
出
身
者
で
あ
る
等
、
基
礎
的
な
農
業
技
術
を

身
に
つ
け
て
い
る
。

農
業
大
学
校
の
在
学
生
又
は
そ
の
出
身
者
で
あ
る
場
合
、
当
該
学
生
が
所
属

し
又
は
し
て
い
た
学
年
又
は
専
攻
コ
ー
ス
に
お
い
て
、
最
上
位
又
は
そ
れ
に

準
ず
る
成
績
を
収
め
て
い
る
又
は
収
め
て
い
た
。

農
業
大
学
校
の
在
学
生
又
は
そ
の
出
身
者
で
あ
る
場
合
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発

表
会
等
で
受
賞
歴
が
あ
る
。

農
業
関
連
産
業
又
は
そ
れ
以
外
の
産
業
分
野
に
お
い
て
、
経
営
者
と
な
っ
た

経
験
が
あ
る
。

雇
用
型
経
営
体
と
な
る
場
合
、
新
規
参
入
の
た
め
に
必
要
な
十
分
な
資
力
が

あ
る
。

①　受講予定者の数

２
名
以
上

４
名
未
満

1
名

３．受講対象者の選定

決
ま
っ
て
い
な
い

1
0
名
以
上

８
名
以
上
1
0
名
未
満

②　受講予定者が地域の雇用型経営体又
はそれを支える右腕人材になる素質があ

ること。

③　受講予定者の
年齢

都
道
府
県
の
農
業
部
局
又
は
教
育
部
局

農
業
法
人
又
は
そ
の
団
体

経
済
団
体
等
の
産
業
界

研
修
実
施
機
関
が
農
業
大
学
校
又
は
専
門
職
短
期
大
学
の
場
合
は
農
業
高

校
、
農
業
高
校
の
場
合
は
農
業
大
学
校
又
は
専
門
職
短
期
大
学

農
業
教
育
の
外
部
有
識
者

4
9
歳
以
下
の
者
が
5
0
％
以
上
、
1
0
0
％
未
満

4
9
歳
以
下
の
者
が
5
0
％
未
満
（
エ
を
除
く
。
）

4
9
歳
以
下
の
者
が
い
な
い
・
決
ま
っ
て
い
な
い

4
9
歳
以
下
の
者
が
1
0
0
％

短
期
大
学
又
は
４
年
制
大
学

６
名
以
上

８
名
未
満

４
名
以
上

６
名
未
満

③　研修修了後の
新規参入を支援す
るため、農業経

営、農地確保、農
業用施設・機械確
保、資金調達、生
活安定、技術習得
及び販路確保の７
分野について、担
当機関・部署が決
まっており、か

つ、支援実績があ
る。

就
農
支
援
の
外
部
有
識
者

先
進
的
な
農
業
経
営
者

効
果
的
な
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
民
間
事
業
者

そ
の
他
【
具
体
的
に
記
載
】

②　各関係機関
と連携する意義

全
て
の
機
関
に
つ
い
て
役
割
分
担
と
実
施
内
容
が
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。

全
て
の
機
関
に
つ
い
て
役
割
分
担
と
実
施
内
容
が
概
ね
詳
細
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。

全
て
の
機
関
に
つ
い
て
役
割
分
担
と
実
施
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
。

⑦　研
修農地
が地域
計画に
位置付
けられ
てい
る。

は
い
。

い
い
え
（
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
又
は
農
地
で
な
い
）

４．取組体制

①　雇用型経営体等を確実に輩出できる研修内容を検討し、
当該研修を実施するため、以下の関係機関と連携を図ってい

ること。

現
役
農
業
者
向
け
に
、
経
営
管
理
能
力
又
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
い
ず
れ
か

一
方
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
高
度
な
研
修
を
既
に
実
施
し
て
い
る
。

現
役
農
業
者
向
け
に
そ
う
し
た
研
修
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

⑥　研修
修了者が
生産した
農畜産物
等を買い
取るな
ど、就農
後の経営
の安定に
資する取
組が行わ
れる予定
である。

は
い
。

い
い
え
。

④　研修修了者
向けに農地を

あっせんできる
こと。

地
域
計
画
の
区
域
内
に
賃
借
権
等
の
権
利
を
取
得
で
き
る
農
地
が
あ
ら
か
じ

め
見
込
ま
れ
て
い
る
。

当
該
研
修
修
了
者
が
権
利
取
得
す
る
農
地
が
目
標
地
図
に
位
置
付
け
ら
れ
又

は
位
置
付
け
ら
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。

地
域
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
。

７
分
野
全
て
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。

６
分
野
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。

５
分
野
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。

当
て
は
ま
ら
な
い
分
野
が
３
つ
以
上
あ
る
。
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別記5　別紙様式第３号－①

　　　取組主体名

注：ポイントは、別表４に基づき該当

都道府県事業ポイント表

番号
都道府
県名

項目

ア イ ア イ ア イ ウ ア イ ア イ ウ エ ア イ ウ エ

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

売
上
げ
１
億
円
以
上

売
上
げ
9
,
0
0
0
万
円
以
上
１
億
円
未
満

売
上
げ
8
,
0
0
0
万
円
以
上
9
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
7
,
0
0
0
万
円
以
上
8
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
6
,
0
0
0
万
円
以
上
7
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
5
,
0
0
0
万
円
以
上
6
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
4
,
0
0
0
万
円
以
上
5
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
3
,
0
0
0
万
円
以
上
4
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
3
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
１
億
2
,
0
0
0
万
円
以
上

売
上
げ
１
億
1
,
0
0
0
万
円
以
上
１
億
円
2
,
0
0
0
万
円
未

満 売
上
げ
１
億
円
以
上
１
億
1
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
9
,
0
0
0
万
円
以
上
１
億
円
未
満

売
上
げ
8
,
0
0
0
万
円
以
上
9
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
7
,
0
0
0
万
円
以
上
8
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
6
,
0
0
0
万
円
以
上
7
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
5
,
0
0
0
万
円
以
上
6
,
0
0
0
万
円
未
満

売
上
げ
5
,
0
0
0
万
円
未
満

延
べ
耕
作
面
積
1
0
0
h
a
以
上

延
べ
耕
作
面
積
9
0
h
a
以
上
1
0
0
h
a
未
満

延
べ
耕
作
面
積
8
0
h
a
以
上
9
0
h
a
未
満

延
べ
耕
作
面
積
7
0
h
a
以
上
8
0
h
a
未
満

延
べ
耕
作
面
積
6
0
h
a
以
上
7
0
h
a
未
満

延
べ
耕
作
面
積
5
0
h
a
以
上
6
0
h
a
未
満

延
べ
耕
作
面
積
4
0
h
a
以
上
5
0
h
a
未
満

延
べ
耕
作
面
積
3
0
h
a
以
上
4
0
h
a
未
満

延
べ
耕
作
面
積
3
0
h
a
未
満

研
修
の
内
容
が
全
て
具
体
的
に
計
画
さ
れ
て
い
る
。

研
修
の
内
容
が
概
ね
具
体
的
に
計
画
さ
れ
て
い
る
。

研
修
の
内
容
が
具
体
的
に
計
画
さ
れ
て
い
な
い
。

①　研修実施
機関が、都道
府県認定研修
機関（新規就
農者育成総合
対策別記３の
第７の２の

（１）のアの
（エ）に規定
する研修機関
をいう。）で

ある。

は
い
。

い
い
え
。

③　目標とする売上げ又は延べ耕作面積

耕種（稲作除く。） 畜種 稲作等の土地利用型農業

６．目標

②　研修修了者
のうち雇用型経
営体となろうと
する者が、研修
修了時からおお
むね３年以内に
雇用する予定の
常用労働者の目

標数

５
名
以
上

４
名

３
名

２
名

④　受け手不
在農地の解消
に資する土地
利用型農業の
人材育成に取
り組む。

取
り
組
む
。

取
り
組
ま
な
い
。

５．研修形態及び内容

①　育成対象者のうち、「雇用型
経営体」：「右腕人材」を目指さ

せる者の比率

雇
用
型
経
営
体
が
1
0
0
％

雇
用
型
経
営
体
が
8
0
％
以
上
1
0
0
％
未
満

雇
用
型
経
営
体
が
6
0
％
以
上
8
0
％
未
満

雇
用
型
経
営
体
が
5
0
％
以
上
6
0
％
未
満

②　常用労働
者を雇い入れ
る農業経営者
として必要で
ある、経営管
理能力を十分
に身につける
ための研修を
実施する予定
である。

は
い
。

い
い
え
。

③　常用労働者を雇
い入れる農業経営者
として必要である、
リーダーシップを十
分に身につけるため
の研修を実施する予

定である。
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別記5　別紙様式第３号－①

　　　取組主体名

注：ポイントは、別表４に基づき該当

都道府県事業ポイント表

番号
都道府
県名

項目

0 　

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他

備考
合計 事業費

負担区分

事業費（円）

国庫補助
金

都道府県 市町村
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別記5　別紙様式第３号－②

都道府県事業実施計画（実績）一覧

　

番号 都道府県名 取組主体

研修修了年度の
１年後

研修修了年度の
２年後

研修修了年度の
３年後

（○年度） （○年度） （○年度） 国庫補助金 都道府県 市町村 その他

営農形態、面積、
飼養頭数、売上等

雇用労働力の契約期間、
契約形態、作業内容等

（※人ごとに記載）
市町村の基本構想におけ

る農業従事者１名当たりの
所得水準（目標）及び 認定

農業者となった年月

人数

営農形態、面積、
飼養頭数、売上等

雇用労働力の契約期間、
契約形態、作業内容等

（※人ごとに記載）
市町村の基本構想におけ

る農業従事者１名当たりの
所得水準（目標）及び 認定

農業者となった年月

人数

営農形態、面積、
飼養頭数、売上等

雇用労働力の契約期間、
契約形態、作業内容等

（※人ごとに記載）
市町村の基本構想におけ

る農業従事者１名当たりの
所得水準（目標）及び 認定

農業者となった年月

人数

雇用型経営体について

右腕人材について

雇用型経営体について

右腕人材について

備考

事業費

経費の区分
※地域の研修教育機関支援事業の場合、「誘致体制の整備」と「ス

マート農業型研修農場の整備」ごとに記載すること。

負担区分

ポ
イ
ン
ト

合計

事業名

成果目標

内容
※該当箇所を記載

雇用型経営体について

右腕人材について
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（別記５ 別紙様式第４号） 

 

令和○○年度地域農業構造転換支援対策のうちスマート農業研修教育環境整備事業 

（雇用力のある経営体創出支援事業）全国事業実施計画（実績報告）書 

 

 

番     号  

令和 年 月 日  

 

農林水産省経営局長 殿 

 

所在地 

事業実施主体 

 

 

 地域農業構造転換支援対策実施要綱（令和８年１月23日付け７経営第2081号農林水産事

務次官依命通知）別記５の第５の１の（６）（第５の２の（６）で準用する場合を含

む。）（実績報告の場合は第５の１の（７）（第５の２の（７）で準用する場合を含

む。））の規定に基づき、下記のとおり全国事業実施計画（実績報告）書を提出する。 

 

 

１ 事業の実施方針 

 

２ 事業費（都道府県への配分費）に関する計画（実績） 

（１）農業大学校等支援事業 

ア 事業実施計画の概要 

区分 総事業費（円） 
 

うち国庫補助金（円） 

都道府県事業費   

事務等経費   

合計   
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イ 都道府県別事業実施計画 

番

号 
都道府県 

総事業費 

（円） 

負担区分 

国庫補助金（円） その他

（円） 

合計 

 

カリキュ

ラムの強

化 

研修用ス

マート農

業機械又

は農業設

備の導入 

e-ラーニ

ングの導

入 

就農意欲

を喚起す

るための

活動 

ICT環境

の整備の

ための取

組 

その他の

取組 
 

1           

2           

3           

 

 

（２）地域の研修教育機関等支援事業 

ア 事業費（都道府県への配分費） 

 

イ 事務等経費 

 

ウ 合計 

 
 
 

 
３ 事業完了・予定年月日 

令和  年  月  日 
 

４ 添付資料 

・別添１ ※（２）地域の研修教育機関等支援事業を活用する場合のみ 

・事業を実施した全ての都道府県事業実績報告書（別紙様式第３号） 
及びその添付資料である事業実績報告書（別紙様式第２号） 

・必要に応じて経営局長が指示した書類  

事 項 
配分 

都道府県数 

国庫補助金額

（円） 

配分及び 

進行管理方針 

１ 新規就農者の誘致体制の整備【Ａ】    

 

（１）複数機関の協働による効果的な誘致・支援体制の構築    

（２）誘致の実践    

（３）就農前後の者に対するトータルサポート活動の実施 

ア 短期農業研修の実施    

イ 相談対応・指導等の実施 

 
（ア）相談対応    

（イ）指導等の実施    

２ スマート農業型研修農場の整備【Ｂ】    

事 項 内   容 金額（円） 

   

   

   

区  分 金額（円） 

事業費（都道府県への配分費）【A＋B】  

事務等経費  

合   計  
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（別添１） 
 

事業収支計画（報告） 
 

経費の配分 
（単位：円） 

（注）１ 補助事業を実施するために必要な経費（消費税を含む。）のみを計上すること。 

２ 「積算基礎」欄には、積算内訳を記入し、考え方を記入又は添付すること。 

３ 必要に応じて単価等の設定根拠となる資料を添付すること。 

事業の種類・内容 

事業に要する

／要した経費 

（A+B+C+D） 

負担区分 

備 考 

（積算基礎等） 

国庫 

補助金 

(A) 

都道府

県 

(B) 

市町村

(C) 

その他

（D） 

１ 新規就農者の誘致 

体制の整備 
 

（１）複数機関の協働に

よる効果的な誘致・

支援体制の構築 
 

（２）誘致の実践 

 

（３）就農前後の者に対

するトータルサポー

ト活動の実施 

ア 短期農業研修

の実施 

イ 相談対応・指

導等の実施 

（ア）相談対応 

（イ）指導等の実施 
 

２ スマート農業型研

修農場の整備 

     （例） 

○○費 ○○円 

○○費 ○○円 

※別表２―１又

は２―２の経費

の区分ごとに記

入する。 

【参考】 

１ 遊休農地解消対策

事業 
 

２ 農地耕作条件改善

事業 
 

３ 畑作等促進整備事

業 

 

４ 農地中間管理機構

関連農地整備事業 
 

５ その他の農地整備

等に活用できる国

庫補助事業（地方

農政局長等がこれ

に準じると判断し

た都道府県等の事

業を含む。） 

      

合   計       
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（別記５ 別紙様式第５号） 

 
令和 年度地域農業構造転換支援事業のうちスマート農業研修教育環境整備事業 

（雇用力のある経営体創出支援事業）都道府県達成状況報告書（○○都道府県） 
番   号 
年 月 日 

 
地方農政局長等 殿 
 
 
                        ○○都道府県知事  

○○○○  
 

 
地域農業構造転換支援事業実施要綱（令和８年１月23日付け７経営第2081号農林水産事

務次官通知）別記５の第５の１の（４）（第５の２の（４）で準用する場合を含む。）

の規定に基づき、下記のとおり都道府県達成状況報告書を提出する。 
 

記 
 
１ 取組主体に対する助言・指導の状況 

 

２ 添付資料 

（１）取組主体ごとの達成状況報告書（別紙様式第２号の第４） 

（２）別紙様式第５号－① 都道府県目標達成状況一覧 

（３）第５の１の（４）の規定に基づき改善計画書（別紙様式第６号）を提出させた時は

その写し 

（４）必要に応じて地方農政局長等が指示した書類  
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別記5　別紙様式第５号－①

事業実施〇年後

番号 都道府県名 取組主体

研修修了年度の
１年後

研修修了年度の
２年後

研修修了年度の
３年後

（○年度） （○年度） （○年度） 国庫補助金 都道府県 市町村 その他

営農形態、面積、
飼養頭数、売上等

雇用労働力の契約期間、契約形
態、作業内容等

（※人ごとに記載）

市町村の基本構想における農業従
事者１名当たりの所得水準（目標）

及び 認定農業者となった年月

人数

営農形態、面積、
飼養頭数、売上等

雇用労働力の契約期間、契約形
態、作業内容等

（※人ごとに記載）

市町村の基本構想における農業従
事者１名当たりの所得水準（目標）

及び 認定農業者となった年月

人数

営農形態、面積、
飼養頭数、売上等

雇用労働力の契約期間、契約形
態、作業内容等

（※人ごとに記載）

市町村の基本構想における農業従
事者１名当たりの所得水準（目標）

及び 認定農業者となった年月

人数

右腕人材について

合計

雇用型経営体について

右腕人材について

雇用型経営体について

右腕人材について

雇用型経営体について

 ○○農政局　都道府県目標達成状況一覧

成果目標

事業名
成果目標の
達成状況

経費の区分
※地域の研修教育機関支援事業の場合、「誘致体制の整備」

と「スマート農業型研修農場の整備」ごとに記載すること。
備考

内容
※該当箇所を記載

事業費
負担区分
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（別記５ 別紙様式第６号） 
 
 

令和 年度地域農業構造転換支援事業のうちスマート農業研修教育環境整備事業 

（雇用力のある経営体創出支援事業） 改善計画書 
番   号 
年 月 日 

 
都道府県知事 殿 
 

（取組主体名） 
（代表者名） 

 
 
 

地域農業構造転換支援事業実施要綱（令和８年１月23付け７経営第2081号農林水産事務

次官通知）別記５の第５の１の（４）のイの（イ）（第５の２の（４）で準用する場合

を含む。）の規定に基づき、下記の改善計画を実施することとするので、報告する。 
※ 第５の２の（１）のただし書の場合は、宛先を地方農政局長等とすること。 
 

記 

 

１．成果目標が未達成である原因 

 

 

 
 

２．成果目標が未達成であることによる問題点 

 

 

 
 

３．改善するための取組 

 

 

 
 

４．改善のための推進体制 
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（別記５ 別紙様式第７号） 
 

令和○○年度地域農業構造転換支援対策のうちスマート農業研修教育環境整備事業 

（雇用力のある経営体創出支援事業）事業実施計画（実績報告）書 
 

 
番      号  
令和 年 月 日  

 
   農林水産省経営局長 殿 

 
住 所            
団体名            

                          代表者            
 
 

 地域農業構造転換支援対策実施要綱（令和８年１月23日付け７経営第2081号農林水産事

務次官依命通知）別記５の第５の３の（４）（実績報告の場合は第５の３の（５））の規

定に基づき、下記のとおり事業実施計画（実績報告）書を提出する。 
 
 

記 

 

１ 全体の方針 

 

 

 

２ 個別の事業実施計画（実績） 

（１）マッチング事業 

① ねらい・目標 

 

 

 

② マッチングに係るスケジュール、手法及び具体的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査事業 

① ねらい・目標 

 

 

 

② 調査、報告に係るスケジュール、手法及び具体的な内容 
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（３）発信事業 

① ねらい・目標 

 

 

 

② モデルの横展開に係るスケジュール、手法及び具体的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指導力強化等事業 

① ねらい・目標 

 

 

 

② スケジュール、手法及び具体的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 添付資料 

（１）別添事業収支計画（報告）書 

（２）事業実施主体の概要（事業実施計画の場合に限る。） 

（３）「みどりチェック」チェックシート 

（４）その他必要な資料 
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（別添） 
 

事業収支計画（事業実績報告の場合は事業収支報告）書 
 

  経費の配分 

                                   （単位：円） 

 

事業内容 

 

 

 

 

事業に要す

る経費 

（Ａ＋Ｂ） 

 

 

負担区分 

 

備 考 

（積算内訳等） 

 

 

 

国庫補助金 

（Ａ） 

 

その他 

（Ｂ） 

マッチング事業 

 

 

 

調査事業 

 

 

 

発信事業 

 

 

 

指導力強化等事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 補助事業を実施するために必要な経費（消費税を含む。）のみを計上すること。 

２ 備考欄には、積算内訳を記載又は添付すること。 

３ 単価等の設定根拠となる資料を添付すること。 
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（別記５ 別紙様式第８号） 

 

スマート農業研修教育環境整備事業（雇用力のある経営体創出支援事業） 

に係る個人情報の取扱いについて 

 

第１ 総論 

本事業において作成し、データベースに登録される研修受講希望者及び研修受講候補

者についての個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法

律第57号）の規定及び取組主体が定める個人情報保護規定に基づき適切に対応する必要

がある。 

また、第２に掲げる用途において、個人情報の記入や確認が必要となることから、個

人情報の利用目的を明らかにし、本人の同意を得ることにより、本事業を実施するこ

と。 

 

第２ 本人に同意を得る内容 

個人情報の取扱いにおいて本人に同意を得る場合は、以下のとおりとする。 

１ 取組主体、都道府県や市町村等の関係機関において、当該者の情報を共有すること

により、支援対象者が就農に至るまでの間の丁寧なフォローアップ活動に利用するこ

と。 

２ 国の新規就農者確保の政策目標の実現に向けた取組状況の確認及びフォローアップ

活動に利用すること。 

３ １及び２の実施に伴い、必要最小限度内において関係機関へ提供し、又は確認する

場合があること。 

 

第３ 同意を得る方法の例 

個人情報の取扱いに関して、同意を得る方法は、以下のとおりとする。 

１ 支援対象者に対する相談対応・指導の実施において、「個人情報の取扱い（別紙様

式例。以下この別記において同じ。）」を配付し、個人情報の利用目的を説明の上、

同書類に署名させ、回収する。 

２ 支援対象者に対し、農業就業体験・現地見学会の際に、配付資料として「個人情報

の取扱い」を配付し、アンケート結果等と併せて提出してもらう。 

３ 「個人情報の取扱い」において追加すべき事業等、関係機関がある場合は記入する

こと。 
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（別紙様式例） 

            

個人情報の取扱い 

 

 

 

 

スマート農業研修教育環境整備事業（雇用力のある経営体創出支援事業） 

に係る個人情報の取扱いについて 

 

取組主体（○○○○（※協議会の場合は、全ての構成員））は、スマート農業研修教育

環境整備事業（雇用力のある経営体創出支援事業）の実施に際して得た個人情報につい

て、「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」及び関係法令に基づき、適

正に管理し、本事業の実施のために利用します。 

また、取組主体は、本事業による支援対象者が就農へ至るまでの間のフォローアップ、

先輩農業者への連絡調整、国等への報告等で利用するとともに、本事業の実施のために、

必要最小限度内において次の関係機関（注）へ提供します。 

なお、提供された情報に基づき、関係機関が確認等のため連絡を行う場合があります。 

 

※ 本事業以外の事業等に個人情報を利用する場合は、その旨を追記し、上記関係機関の例に倣っ

て、当該事業等の名称を明確にすること。 

 

 

関係機関 

（注） 

国、農業人材確保推進事業（新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年

３月29日付け３経営第3142号農林水産事務次官依命通知）別記５の事業を

いう。）の第３の事業実施主体及び事業実施主体から業務の一部を委託さ

れた者、都道府県、農業経営・就農支援センター、都道府県から農業経営

・就農支援センターに係る業務の一部を委託された者、農業経営・就農支

援センターに登録された専門家、都道府県農業委員会ネットワーク機構、

市町村、農業委員会、農業協同組合連合会、都道府県農業会議、都道府県

農業法人協会、土地改良区、農地中間管理機構、普及指導センター、株式

会社日本政策金融公庫、誘致体制への参画機関（農業協同組合、○○、○

○）（※その他追加する機関があれば明確にすること） 

個人情報の取扱いの確認 

「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

 氏名 

以下の個人情報の取扱いについてよくお読みになり、その内容に同意する場合は

「個人情報の取扱いの確認」欄に署名をしてください。 
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（別添） 

環境負荷低減に向けた具体的取組内容 

 

第１ 取組の趣旨 

事業実施主体は、みどりの食料システム法第15条の規定に基づく基本方針等に基づき

環境負荷の低減に取り組むものとし、最低限行うべき環境負荷低減の取組について定め

た「みどりチェック」チェックシート（別紙参考様式）に記載の各取組を実施すること

とする。 

 

 

第２ 「みどりチェック」チェックシートの提出 

１ 本事業に取り組む第４の１及び２の各取組主体は、「みどりチェック」チェックシ

ートの項目について、事業の実施に当たって留意しなければならない。 

２ 第４の１及び２の各取組主体は、事業実施計画書中の「みどりチェック」チェック

シートに記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上

で、当該チェックシートを都道府県に提出すること。 

また、実績報告の際は、「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組

について、事業実施期間中に実施したか否かをチェックした上で、当該チェックシー

トを都道府県に提出すること。 

３ 都道府県は、全ての取組主体から「みどりチェック」チェックシートを収集し、地

方農政局長等に提出すること。第５の２の（１）のただし書の場合には、地方農政局

長等が取組主体から収集すること。 

４ 地方農政局長等は、当該チェックシートを経営局長に提出すること。 

５ 「みどりチェック」チェックシートを提出した者から抽出して、農林水産省の職員

が実際に環境負荷低減の取組をしたかどうか確認を行うこととする。 
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「みどりチェック」 チェックシート（民間事業者・自治体等向け）

事業名

組織名 

住所 申請時
(します) 　

連絡先 報告時
(しました) 　

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。

・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。

・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。

チェック

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、

　ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。

上記について、確認しました →

環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

代表者氏名 ↓該当する方に〇

（別紙参考様式）

②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年法
律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）、水質汚濁
防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する
法律（平成28年法律第48号）とする。

エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない（照明、空調、ウォームビ
ズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）ように努める

環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討

悪臭及び害虫の発生防止

※肥料・飼料等の製造を行う場合（該当しない 　）
悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

資源の再利用を検討

生物多様性への悪影響の防止

※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない 　）
生物多様性に配慮した事業実施に努める

※特定事業場である場合（該当しない 　）
排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守

正しい知識に基づく作業安全に努める

解説書
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